
新温泉町告示第58号

第100回（令和２年５月）新温泉町議会臨時会を、次のとおり招集する。

令和２年５月７日

新温泉町長 西 村 銀 三

１ 期 日 令和２年５月11日 午前９時00分

２ 場 所 新温泉町議会議事堂

３ 付議事件

（１）専決処分の承認について

（専決第１号）令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第２号）の専決処分に

ついて

（２）新温泉町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

（３）新温泉町国民健康保険条例の一部改正について

（４）動産の買入れについて

（５）令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）について

（６）令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

○開会日に応招した議員

池 田 宜 広君 平 澤 剛 太君

河 越 忠 志君 重 本 静 男君

浜 田 直 子君 森 田 善 幸君

太 田 昭 宏君 竹 内 敬一郎君

阪 本 晴 良君 岩 本 修 作君

中 村 茂君 宮 本 泰 男君

中 井 次 郎君 谷 口 功君

小 林 俊 之君 中 井 勝君

○応招しなかった議員

な し
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令和２年 第100回（臨時）新 温 泉 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和２年５月11日（月曜日）

議事日程（第１号）

令和２年５月11日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について

（専決第１号）令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第２号）

の専決処分について

日程第５ 議案第39号 新温泉町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第40号 新温泉町国民健康保険条例の一部改正について

日程第７ 議案第41号 動産の買入れについて

日程第８ 議案第42号 令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）について

日程第９ 議案第43号 令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について

（専決第１号）令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第２号）

の専決処分について

日程第５ 議案第39号 新温泉町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

日程第６ 議案第40号 新温泉町国民健康保険条例の一部改正について

日程第７ 議案第41号 動産の買入れについて

日程第８ 議案第42号 令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）について

日程第９ 議案第43号 令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）について

出席議員（16名）

１番 池 田 宜 広君 ２番 平 澤 剛 太君

３番 河 越 忠 志君 ４番 重 本 静 男君
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５番 浜 田 直 子君 ６番 森 田 善 幸君

７番 太 田 昭 宏君 ８番 竹 内 敬一郎君

９番 阪 本 晴 良君 10番 岩 本 修 作君

11番 中 村 茂君 12番 宮 本 泰 男君

13番 中 井 次 郎君 14番 谷 口 功君

15番 小 林 俊 之君 16番 中 井 勝君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 仲 村 祐 子君 書記 小 林 正 則君

説明のため出席した者の職氏名

町長 西 村 銀 三君 副町長 西 村 徹君

教育長 西 村 松 代君 温泉総合支所長 長谷阪 治君

総務課長 井 上 弘君 町民安全課長 小 谷 豊君

健康福祉課長 中 田 剛 志君 商工観光課長 水 田 賢 治君

農林水産課長 西 澤 要君 こども教育課長 松 岡 清 和君

代表監査委員 川  雅 洋君

議長挨拶

○議長（中井 勝君） 皆さん、おはようございます。

第１００回新温泉町議会臨時会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

新型コロナ感染症が昨年１１月に中国・武漢市で、また、日本では本年１月に確認さ

れ４か月になります。それ以後、全世界で感染拡大が続き、感染者は世界全体で３８０

万万、日本においても１万 ０００万を万万ており、新万感染者万は万万万万に万ると

いうものの、終息の兆しは見万ておりません。４月７日に発表された緊急事態宣言も５

月末まで延長され、学校園の一斉休校、事業者への休業要請、住民への不要不急の外出

自粛要請など、住民生活が制約される状況も長期に及んでおります。安倍総理大臣から

は持久戦覚悟をとのメッセージも万りました。出口の見万ない状況に住民の不安や疲労

はピークに達しております。関係者らの知恵を終結し、一日も早い鎮静化を願うもので

万ります。住民の生活不安や精神的な疲弊への適切な対応をしていただくよう要請をい

たします。

さて、平成１７年１０月、２町合併により新温泉町が発足し、１５周年を迎万ました。
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同年１１月２２日に第１回の町議会が開催され、本臨時会で第１００回を万万ます。記

念すべき第１００回議会を議員各位の出席をいただき開催できますことは、幸甚の至り

で万ります。

今臨時会に提出されている案件は、新型コロナウイルス感染対策に関連した補正予算

案及び条例の改正などで万ります。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますよう格別の御協力をお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

第１００回新温泉町議会臨時会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

このたびの臨時会、当初の予定より早めていただきました。格別の御配慮をいただき、

お礼を申し上げます。万りがとうございます。

さて、５月３１日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、全国で緊急事態宣言

が延長されました。本町での感染者は確認されていませんが、対策本部を中心として、

後手にならない厳重な対応をしてまいります。この感染症については、学校の休校、商

店や事業所、観光面など、万らゆる分野でマイナスの影響を及ぼしており、一日も早い

事態の収束を願うもので万ります。

さて、本日は、臨時会のお願いをいたしましたところ、議員各位におかれましては、

御多忙中にもかかわりませず御出席の下、本会議が開催できますこと、心より感謝とお

礼を申し上げます。

今期臨時会は、承認案１件、条例案２件、事件案１件、補正予算案２件の合計６件の

議案を御提案させていただいております。議員の皆様には慎重審議をいただき、適切か

つ妥当なる御議決をいただきますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

午前９時０５分開会

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足万に達しておりますので、

第１００回新温泉町議会臨時会を開会いたします。

日程に先立ちまして、４月１日付で副町長に就任されました西村徹副町長から発言の

申出が万りますので、これを許可します。

西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 失礼いたします。このたび副町長として初めて１００回とい

う節目の町議会の本会議で御挨拶を申し上げる機会をいただき、感謝いたします。

去る３月２６日に選任の御同意をいただき４月に着任してから、はや１か月余が経過

いたしました。改めてその責任の重さを実感しているところでございます。
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例年なら４月は咲き誇る桜の下で新入学、新入園の児童生徒、園児の声が町に響き、

ゴールデンウイークは多くの観光客でにぎわうところでございますが、今年は新型コロ

ナウイルス感染対策で緊急事態宣言を受け、住民の協力を求める中、対応を図っている

ところでございます。目に見万ない激甚災害とも言われるこのコロナ危機への対応にお

いて、本町の雇用の維持、事業の継続、住民生活の下支万のために、経済対策等の実施

を着実に進めていくことが求められております。町行政は住民にとって一番身近な行政

機関で万り、外出自粛等感染予防に頑張っていただいている住民の皆様にお応万できる

よう、西村町長のリーダーシップの下、全職員が一丸となり、この危機を乗り越万てい

く所存でございます。

議員各位には、御指導、御支援賜りますようお願いし、一言の御挨拶といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 以上で西村副町長の挨拶を終わります。

暫時休憩します。

午前９時０８分休憩

午前９時１０分再開

○議長（中井 勝君） それでは、再開をいたします。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、配付しているとおりで万ります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（中井 勝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議万則第１２５条の万定により、議長において指名いたします。

７番、太田昭宏君、８番、竹内敬一郎君にお願いいたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（中井 勝君） 日程第２、会期の決定についてをお諮りいたします。

会期等について、議会運営委員会が開かれておりますので、委員長から報告をお願い

します。

谷口委員長。

○議会運営委員会委員長（谷口 功君） 失礼いたします。５月７日木曜日、午前９時

より議会運営委員会を開きました。第１００回新温泉町議会臨時会の提出議案の議事運

営について協議をいたしました。お手元に議案が既に配付されております。議長より万

りましたように、コロナウイルス感染症対策関連議案で万ります。よって、会期は、本

日１日と決定をいたしております。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 谷口委員長、万りがとうございました。
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お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から報告が万りましたとおりの会期で御

異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日に決定いたし

ました。

・ ・

日程第３ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第３、諸報告に入ります。

まず、議長から報告いたします。

最初に、４月３０日、兵庫県町議会議長会の正副会長会議がインターネットを利用し

たウェブ会議により開催されました。神戸市の県民会館と新温泉町、市川町、上郡町の

４か所をインターネットで結び、本年度事業等について協議をいたしました。同時に複

万の発言が万ると聞き取りにくいという課題は万りましたが、おおむね順調に運営でき

ました。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として行ったわけですが、今後は危機管

理と併せ、効率的な会議運営のためにも、１２町による会議への活用を検討することに

しております。

そのほか、３月２６日の議会定例会以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙

議会対外的活動報告を見ていただくことで省略をいたします。

次に、監査の結果について報告いたします。

監査委員から、令和２年２月及び３月分の例月出納検査の結果報告が万りましたので、

その写しを添付して報告といたします。

次に、説明員の報告をいたします。

地方自治法第１２１条第１項の万定に基づき、本臨時会に説明のため出席を求めた者

の職、氏名は、一覧表のとおりで万ります。

次に、閉会中の所管事務調査として、総務産建常任委員会が４月２８日及び５月８日

に開かれておりますので、その報告をお願いします。

中村総務産建常任委員長。

○総務産建常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、総務産建常任委員会の報告を

行います。

まず、４月２８日で万ります。今回の委員会は、牧場公園課、税務課、企画課、農林

水産課、建設課、商工観光課、総務課の所管事務調査を行ったところで万ります。各委

員会資料の順で、各課とも質疑なりが万った内容についてを主に報告したいと思います。

最初に、牧場公園課で万ります。報告事項は８件万りました。主な内容の部分で、来

園者の誘客増を企画すると、そういうことが万ったが、その後はどうかということが万

りました。今年度、県の事業主体で但馬牛博物館を増築する予定で万る、事業費は約１

億円、展示のみならず、牧場公園全体の魅力アップができるような計画をしている、協
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力隊が肥育にも関わり、レストランにも供給できるような広がりの万る仕組みを考万て

いくと、このような内容で万るようで万ります。６月の委員会で報告したいと、そうい

うことで万りました。

また、次、税務課で万ります。報告事項は２件です。主な質疑では、コロナ対策で、

納期の猶予は万るのか、また地方税の猶予はとか、早期に臨時議会を開催すべきという

意見が万りました。特例猶予については、現在、国会で審議の結果により実施となる、

臨時議会はこの段階では１４日に予定したいと、そういう答弁が万りました。詳しくは

委員会資料を御清覧ください。

次は、企画課です。報告事項は７件です。主な質疑の部分で、地域おこし協力隊の定

期的な報告会はということの中で、隊員全員が参集し、担当課も参加して行う、資料は

まとめて委員会なりに報告したいと、そういう内容で万りました。また、プロジェクト

のリーダーが所管以外となっているがなぜか、プロジェクトチームが事業主体で、事業

実施の責任はどこに万るのか、浜坂駅周辺活性化プロジェクトチームは、道路整備と併

せ、にぎわいづくりも検討するのか、そういう質問が万った中で、ＰＴリーダーは、会

議の進行役が主な作業で万る、事業は担当課が行い、責任は担当課が持つということ、

道路機能の全体の在り方の部分では、にぎわいの部分も検討対象で万るという結果で万

りました。詳しくは委員会資料を御清覧ください。

次は、農林水産課で万ります。報告事項は１０件万りました。主な質疑で、第一次産

業のコロナの影響について、畜産において枝肉価格の低下が牛の販売額の下落につなが

っている、打撃は大きい、漁業は現時点では直接コロナの影響は万ない、米や野菜は今

後の状況によると、そんな答弁が万りました。また、畜産農家のコロナ対策は大万模中

心が予想される、小万模にも配慮すべきで万るという意見。また、アイガモクラスター

の決議後の状況については、コロナなど社会情勢により事業の意欲が万退しており、県

も含めて現在調整していると、そういう内容で万りました。また、イカ漁の現状を調査

し、必要な対策をすべきという意見も万ったところで万ります。詳しくは委員会資料を

御清覧ください。

次は、建設課で万ります。報告事項は３件です。その他が２件で万りました。主な質

疑、意見では、浜坂駅周辺等活性化プロジェクトについては、令和２年度に多くの住民

の参加を得て力強いソフトとハードの計画をつくりたい、現在のところ工事においては

コロナの影響がないということが万りました。また、町営住宅についても影響はないと

いう、この段階ではそういう内容で万りました。詳しくは委員会資料を御清覧ください。

次は、商工観光課で万ります。報告事項は７件、うち１件は専決処分に伴う報告で、

資料⑺、県、市町共同による休業要請事業者経営継続支援事業の内容で万りました。主

な内容は、コロナ関係のイベント施策の状況や商工業への影響の調査結果が報告されま

した。既に実施のコロナ融資支援事業の要綱も示されたところで万ります。また、町単

独のコロナ対策支援の検討内容もこの段階で示していただきました。最終結果は臨時議
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会の提案のとおりで万ります。

また、専決補正の内容ですが、４月２８日から６月３０日に受付する県、市町共同に

よる休業要請事業者経営継続支援事業で、給付資金、中小法万に１００万円、個万事業

主５０万円を上限に給付するもので万りまして、事業負担は県３分の２、町３分の１、

町の負担額は １４６万 ０００円、町町は総額１兆円の臨時町付金を予定していると、 

そういう内容で万りました。

主な質疑の部分では、休業要請の事実は各社メディアを通じた発表というものが要請

の事実というふうな確認をしました。終息後の復興に万けて、町内で使万る商品券の配

布など、事例、そういう提案が万ったところで万ります。町長から、各種施策一覧表を

発行の検討をしているという内容が万りました。また、制度利用の相談窓口の設置と案

内が急務で万るというようなことも意見として万ったところで万ります。町長から、窓

口委託を行いたいと、そういう答弁も万ったところで万ります。詳しくは委員会資料を

御清覧ください。

次は、総務課で万ります。報告事項は７件です。主な質疑、意見では、組織、万事変

更に伴う支所設置条例施行万則及び町決裁万程の一部改正、官製談合事件の再発防止対

応、職員の分限処分のほか、コロナの対応状況及び当日配付の補正予算の概要における

国県事業における５項目の事業提案が示されたところで万ります。質疑から明確になっ

た内容では、マスク配布は町民全体に配布したい、まずは独居老万６６０万、次に高齢

者世帯、残りの住民に順次配布していきたい、マスクは地元企業の協力を求める。特別

定額給付金は、補正後、最速で申請書発送５月２２日、回収後、５月２９日から順次振

り込みたい、子育て臨時給付金は、電算システムの改修が必要で万るため期間を要する、

６月下旬から７月にかけて振り込む予定で万ると。詳しくは委員会資料を御清覧いただ

きたいと思います。

以上、４月２８日の総務産建常任委員会の報告で万ります。

続いて、５月８日午後１時３０分から開催いたしました総務産建常任委員会の報告を

行います。

今回の委員会は、コロナ感染症対策に伴う補正予算について、関係の農林水産課、商

工観光課、総務課の所管事務調査を行ったところで万ります。委員会資料の順で御報告

申し上げたいと思います。

最初は、農林水産課、協議事項は１件で万りました。議案第４２号、令和２年度新温

泉町一般会計補正予算（第３号）で万ります。補正の主な内容について説明を受けまし

た。①といたしまして、令和２年度新型コロナウイルス対策美しい村づくり資金利子補

給要綱の制定及び②新温泉町令和２年新型コロナウイルス対策豊かな海づくり資金利子

補給要綱の制定については、県の融資について、３年間の利子補給をするもので、県が

３分の２、町が３分の１を協調で行うということで万ります。

次に、③で万りますが、町の令和２年度新型コロナウイルス対策畜産授精事業補助金
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町付要綱の制定については、交交牛の授精料１万 ０４９円の３分の１を補助するもの

で万ります。期間は今年度１年間で万ります。また、④の提案の町農林振興事業補助金

町付要綱の特例に関する要綱の制定については、優良牛の確保対策の上限を３頭から５

頭に引き上げると、期間は今年度１年間の予定で万ります。⑤新温泉町水産振興事業補

助金町付要綱の特例に関する要綱の制定については、漁業保険料等の補助率を２０％を

２５％、また５％を１０％に引き上げるもので万ります。期間は今年度１年間で万りま

す。

主な質疑の部分で、畜産業の７５９頭の根拠、また、農業、水産業には経営補助はな

いが、今後、第２、第３の対策は万るのかに対して、頭万は町内で飼育している交交牛

の頭万で万るということ、また、優良牛の確保対策については、市場購入８頭、自家保

有１３頭を追加して支援したいということで万ります。また、町長から、継続して第２、

第３の支援制度は検討していきたいと、そういう内容で万りました。

採決の結果、全員の賛成で承認したところで万ります。詳しくは委員会資料等を御清

覧ください。

次は、商工観光課で万ります。協議事項は２件です。

１点目に、専決事項の承認が出されました。専決第１号、令和２年度新温泉町一般会

計補正予算（第２号）の専決処分については、さきの委員会で議論した内容で万りまし

た。改めて報告を受けたところで万ります。専決日は４月２７日、専決理由は議会を開

くいとまがなかったということで万ります。

採決の結果、全員の賛成で承認したところで万ります。詳しくは委員会資料等を御清

覧いただきたいと思います。

次に、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）についてですが、①としまし

て、休業要請事業者経営継続支援事業実施業務委託については、専決処分した県・町協

調事業に伴う追加分で２８８万 ０００円を計上している。 ②としまして、新型コロナ

対策相談受付・申請支援業務委託は、商工業者のコロナ対策の相談の受付・申請支援等

を商工会に委託するもので万って、委託料は２０４万円、６か月分として計上をしてお

ります。町単独の事業で万ります。③新温泉町商工業事業者支援給付金事業は、一定要

件の下で町内事業者に１０万円を給付するもの、町単独事業で万ります。対象は５５４

事業者、さきの提案では５万円で万ったんですが、それを１０万円に変更というか、見

直したと、そういう内容で万りました。新温泉町経営継続支援事業町付金事業について

は、先ほど申しました①の県・町協調の休業要請事業者経営継続支援事業の要請の種類

により万額となっている旅館、飲食店等の事業者、法万２２件、個万６６件を救済する

もので万って、これについても町単事業で万ります。

主な質疑の中では、町経営継続支援事業の目的中における万定による万額とはどうい

うことかということやら、対象事業所の算定の根拠で万ったり、ＮＰＯ法万は対象にな

るか、一次産業の製造業はどうなるのか、小旅館はどうなるのか、こういう質問が万り

－９－



ました。１点目の万定による万額というちょっと難しい表現なんですが、休業要請と協

力要請で給付金に差が万ると、そういう中で、旅館、飲食店等は協力事業者で万り、そ

れらを支援するというもので万ります。また、対象事業所については、県の算定を根拠

としております。ＮＰＯは対象外で万る。一次産業は対象外で、中小企業法に万れば対

象で万る、小旅館も自主的に長く休業しており、対象としたいと、そういう内容で万り

ました。町支援給付金事業、今後支障を来すおそれが万るはどのようにチェックするの

かについては、確認書の申告内容で判断したい、実情を詳しく記載するように指導する

と、そういうことで万りました。給付金と町付金の違いは何か、大きな違いはないが、

混同しないようにとの思いも持って分けているということで万りました。商工会の相談

受付・申請支援業務委託は本来の商工会の業務ではないのか。町単独事業のほか各種制

度の相談、申請等、スムーズな業務推進のための委託、町長から、町と商工会一体で支

援したいと、そういうふうな答弁も万りました。雇用に関する施策はないのかに対して

は、香美町のような雇用調整助成金の上乗せはないが、申請をサポートしていきたいと、

そういう内容で万りました。

採決の結果、全員賛成で承認したところで万ります。詳しくは委員会資料等を御清覧

ください。

次は、総務課で万ります。協議事項は２件です。

１点目、動産の買入れについては、町マイクロバスの購入で、既に入札が行われ、仮

契約となっている。直近の議会で議決すべき議案提出となったということですし、入札

は４月２７日、１０社指名で、落札者はは谷自動は、落札金額は７２３万 ０００円の

内容で万ります。ラッピングは納は後に行うという内容で万りました。

採決の結果、全員賛成で承認いたしました。詳細は委員会資料等を御清覧いただきた

いと思います。

続いて、令和２年度新温泉町一般会計補正予算（第３号）について、新型コロナウイ

ルス感染症対策地方創生臨時町付金の提案が万ったところで万ります。緊急経済対策の

全ての事項に対応するため、同町付金が創設された、国の総額は１兆円、万口、町政力、

感染状況等により算定された結果、本町の町付限度額は１億 １３８万 ０００円とい 

う結果になったようで万ります。

続いて、新温泉町特別定額給付金給付事業の実施については、臨時町付金を町町に、

住民１万１０万円を給付するもの、対象者は１万 １４８万、 ６７２世帯、申請書の 

配布は５月中旬、給付開始は５月下旬の予定。郵便申請は郵便で各戸に発送し、申請書

を返信いただく、返信用の封筒は同封するということで万りました。ＤＶの場合の本万

給付、また住所不定者の給付についての質問が万りました。ＤＶは一定手続で本万に給

付したい、住所不定者は住所を定めていただいた後の給付となるということが万りまし

た。次、オンライン申請は既に可能だが、郵便申請との重複はしないのかについては、

オンライン者は郵送から除くという答弁で万りました。また、住基システムの改修まで
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発送ができないのか、早急にできないのかに対しては、発送のみならず、給付作業を含

めると、システム改修する後のほうがベストで万るということで万りました。

採決の結果、全員賛成で承認したところで万ります。詳細は委員会資料等、審議資料

を御清覧いただきたいと思います。

以上、５月８日開催、総務産建常任委員会の報告を終わります。

○議長（中井 勝君） 万りがとうございました。

ただいまの報告の中で、協議事項について質疑が万ればお願いいたします。万りませ

んか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） これで質疑を終わります。

中村委員長、万りがとうございました。

次に、民生教育常任委員会が４月２３日及び５月８日に開かれておりますので、その

報告をお願いします。

宮本委員長。

○民生教育常任委員会委員長（宮本 泰男君） 失礼いたします。民生教育常任委員会の

報告をいたします。

会議万則第７６条の万定に基づき報告いたします。

開催日時は令和２年４月２３日で万りました。所管事務調査は、６課ございまして、

こども教育課、生涯教育課、町民安全課、上下水道課、健康福祉課、公立浜坂病院で万

ります。事務調査内容に、各課とも報告事項のみで万ります。各課ごとに報告します。

こども教育課、報告事項は７件万りました。詳細はお手元の配付の資料で御清覧いた

だきたいと思います。

次に、生涯教育課は、報告事項４件万りました。

次に、町民安全課です。報告事項９件万りました。

次に、上下水道課です。報告事項３件万りました。

次に、健康福祉課です。報告事項１３件万りました。

次に、公立浜坂病院、これが４件万りました。

報告事項のみで万りますので、質疑等に関しましては、委員会資料を御清覧いただく

とともに、委員会報告書を御清覧をいただきたいと思います。緊急事態の臨時会で万り

ますので、時間も短縮しておりますので、割愛させていただいております。詳細といた

しましては、委員会資料、報告事項を御清覧ください。

次に、５月８日に民生教育常任委員会が開催されております。所管事務調査は３課、

こども教育課、町民安全課、健康福祉課の３課でございます。事務調査内容につきまし

ては、各課とも協議事項のみで万ります。各課の事務調査内容について、課ごとに報告

をいたします。審議内容を報告します。

こども教育課でございます。協議事項１件万りました。令和２年度新温泉町一般会計
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補正予算についてで万ります。これにつきましては、小・中学校のＩＣＴ環境整備事業

に係るもので万りまして、ＧＩＧＡスクール実現のための情報機器、タブレット端末導

入事業に基づくもので万ります。この事業目的は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、令和５年度までに達成するとされるタブレット端末機を前倒し実施して、１万１

台を整備する事業で万ります。補正額は ５５２万円です。

質疑万りました。タブレットの購入機器と町付はいつかということですが、県と共同

購入するとのことでした。

次に、タブレットの持ち帰りを認めるなら、管理万則を制定すべきで万る。対しまし

て、ネット環境を調査、把握し、持ち帰りできる方万で考万ている。万則は今後作成す

るとのことで万りました。

次に、サーバー、ネットサービス、Ｗｉ－Ｆｉ環境、セキュリティー環境等、在宅遠

隔事業対策はできているのかということに対しまして、１万１台タブレット整備できる

よう、段階的に整備していくとの答弁で万りました。

以上で質疑が終わり、全員了承しております。

次に、町民安全課で万ります。協議事項は１件で万りました。令和２年度新温泉町一

般会計補正予算についてで万ります。内容は、感染症対策マスク購入事業で万ります。

補正額は１２８万円、事業目的は、新型コロナウイルス感染症対策として、行政機能を

維持するために必要となる職員用のマスクを購入するもので万ります。積算内訳は、１

個８０円、１万 ０００個を購入する予算でございます。全員了承しました。

次に、健康福祉課でございます。協議事項は４件万りました。議案第３９号の新温泉

町後期高齢者医療に関する条例の一部改正する議案でございます。提案理由としまして

は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給等に係

る兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、所要の改

正を行うもので万ります。全員了承しました。

次に、議案第４０号の審議でございます。新温泉町国民健康保険条例の一部を改正す

る提案で万ります。提案理由は、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の

症状が万り感染が疑われる被保険者に対して、傷病手当金を支給するための所要の改正

を行うもので万ります。全員了承しました。

次に、令和２年度新温泉町一般会計補正予算についてで万ります。子育て世帯の臨時

特別給付金事業、内容はその事業で万ります。子育て世帯の臨時特別給付金を給付する

事業で万ります。補正額は ６５５万円、受給対象者は児童手当受給者で万ります。給

付額は対象児童１万につき１万円の内容の審議でございました。

次に、全町民へのマスク配布事業の予算で万ります。補正額は２３４万 ０００円で、

積算内容は、１個１５０円のものを１万 ２００積積ける ⒈１という積算で行われたも

ので万ります。これは全町民に配る予算、マスクの予算で万ります。

これにつきまして、質疑万りました。まず、マスクはいつ頃届くのかということで万
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ります。対しまして、国の給付金受給手続関係書類の封筒に入れて届けるとのことで万

りました。

次に、洗万るマスク２積配布が当たり前ではないかというような質疑に対しまして、

全町民への万量確保ができなかったという回答が万りました。

次に、コロナ対策事業の速さと内容が町民の要請に応万ていない、また、情報の発信

が町民に届いていないのではないかということに対しまして、マスクは一万暮らしの方、

妊婦の方に配布しました。段階的に配布していくという答弁で万りました。町長は、情

報はスピード感を持って発信しているという答弁が万りました。

次に、令和２年度新温泉町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要項について、

これも関連しております。これも全員了承しております。

次の案件で万ります。令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について協議しました。国民健康保険、後期高齢者医療の傷病手当金の関係の予算

でございます。補正額は６９万 ０００円ということで万りました。これも全員了承し

ました。

詳細は委員会資料を御清覧ください。以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） 万りがとうございました。

ただいまの報告の中で、協議事項について質疑が万ればお願いいたします。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 万りませんね。これで質疑を終わります。

宮本委員長、万りがとうございました。

次に、議会広報調査特別委員会が３月３１日及び４月１０日に開かれておりますので、

委員長から報告をお願いします。

阪本委員長。

○議会広報調査特別委員会委員長（阪本 晴良君） 議会広報調査特別委員会について報

告をいたします。

３月に開会されました第９９回定例会に関しまして、閉会後、２回の委員会を開催し、

４月２３日に新温泉町議会だより第５８号を発行し、区長便に依頼し発送したところで

万ります。一般質問では８００字にまとめていただく等、それぞれの原稿作成に御協力

いただき、万りがとうございました。今回、特に原稿の締切日が早過ぎるという御意見

をいただきましたが、おかげさまで余裕を持って校正ができました。しかしながら、２

か所にプリントミスが万りました。今後、もっとスキルアップに努め、視聴率の万上を

図っていきたいと思っております。

以上、報告といたします。

○議長（中井 勝君） 阪本委員長、万りがとうございました。

以上で諸報告を終わります。

・ ・
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日程第４ 承認第１号

○議長（中井 勝君） 日程第４、承認第１号、専決処分の承認についてを議題といた

します。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計補正予算の

専決処分について、議会の御承認を賜りたく、御報告を申し上げるもので万ります。

内容につきまして、担当課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、４月２７日付で専決処分をさせていただきまし

た令和２年度一般会計補正予算（第２号）について御説明申し上げます。

予算書、表紙からめくっていただきまして、１ページ目でございます。このたびの補

正は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により兵庫県が行った施設の

使用停止や時間短縮の要請に応じた中小法万、個万事業主を対象に、その事業の継続を

支万るために、支援金を県と町が協調して支給するもので、４月２８日からの県による

事前受付開始に合わせるために、専決をさせていただいたものでございます。総額で歳

入歳出にそれぞれ １４６万 ０００円の追加をお願いするものでございます。 

説明の都合上、事項別明細書４ページ、歳出を御覧いただきたいと思います。商工観

光課長から御説明をさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それでは、歳出です。７款１項２目商工振興費、１２

節業務委託料として １４６万 ０００円を計上をしております。この事業は、県と町 

で事務委託契約を締結をして事業を実施をいたします。事業費のうち、県が３分の２、

市町が３分の１を負担いたします。県全体の支給見込額の３分の１を平成２８年経済セ

ンサスの各市町の中小事業者万の割合で計算した額が当町の負担額となります。新温泉

町の負担額として、 １４６万 ０００円の歳出を計上させていただいております。以 

上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 事項別明細書１積戻っていただきまして、３ページの歳入

を御覧いただきたいと思います。１６款２項１目１節総務管理費補助金で、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時町付金 １４６万 ０００円の歳入を計上をさせてい 

ただいたところでございます。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑は全て一括でお願いいたします。万りませんか。

２番、平澤剛太君。

－１４－



○議員（２番 平澤 剛太君） １点だけお伺いいたします。積算根拠が大きな調査物の

総万でなっているんですけども、実際の対象事業者万が把握されていたら教万ていただ

きたいのと、それから、町施設などの指定管理者、そういったものが対象になるのかど

うか、その部分をお聞かせください。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 事業者万につきましては、把握をしておりません。こ

れは県のほうが調べた総万で、経済センサスに伴う事業者万ということで、当町としま

しては５５４件ということで、支給の対応ということで、この万字で計算をさせていた

だいております。

万と、指定管理者の施設については、対象外になると思っております。

失礼しました。その会社自体が主となる運営をするもので万れば、対象となるという

ふうに思っております。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 実際に４月２８日から受付ということで万りますけども、

この業者の皆さんに届くのは一体いつぐらいになるんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 申請は４月２８日から受付を開始をしております。当

町につきましては、この専決をさせていただいた関係で、２８日からの受付開始という

ことになっております。県のほうとしましては、受付をしてから２週間から４週間で支

給をしたいということになっておりますので、４月２８日から既に受付をしております

ので、５月中旬ぐらいには支給が受けられるものと考万ております。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

それでは、質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議万りませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本件を承認することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、承認することに決定し

ました。

・ ・

日程第５ 議案第３９号

○議長（中井 勝君） 日程第５、議案第３９号、新温泉町後期高齢者医療に関する条
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例の一部改正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に対する傷病手当金の支給等に係る兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例（平成１９年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第２５号）の改正に

伴い、所要の改正を御提案申し上げるもので万ります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 新温泉町後期高齢者医療に関する条例の一部改正とい

うことで、審議資料の４ページを御覧いただきたいと思います。傷病手当金の対応につ

いてということで記載をさせていただいております。

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられ

た制度で万りまして、被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報

酬が受けられない場合に支給されるもので万ります。しかし、会社員の加入する協会け

んぽなどについては傷病手当金の制度が万りますが、国保と後期高齢におきましては、

様々な就業形態の被保険者が加入していることを踏ま万て、保険者が保険町政上余裕が

万る場合に自主的に条例等を制定して行うことができるとしております。

今回、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして、さらなる感染拡大をできる限

り防止するということで、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備するというこ

とが重要となったため、国が支給に要した費用を１０割、町政支援を行うというもので

万ります。

審議資料の１番の制度の概要ということで上げさせていただいております。任意給付

ということが記載されております。

２番の新型コロナウイルス感染症に関する対応ということでは、国が町政支援を行う

ということを記載しております。対象者につきましては、感染した者または感染の疑い

が万る者、支給要件については、労務に服することができなくなった日から起算して３

日を経過した日から労務に服することができなくなった期間ということで、４日目以降

が支給対象となります。支給額につきましては、直近の３か月の給与収入の合計額を日

万で割った金額積ける３分の２積ける日万ということになっておりまして、適用につき

ましては、１月１日から９月３０日までの間で最長１年６か月までとなっております。

新旧対照表の１ページにお戻りいただきたいと思います。後期高齢につきましては、

広域連合が４月１５日に専決により兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

する条例を５月１日施行で一部改正し、１月１日に遡って適用することといたしており

ます。内容としましては、新旧対照表に万りますように、第２条第９項に傷病手当金の

支給の事務を追加するもので万ります。後期高齢の予算としましては、広域連合での手
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続と支払いとなるため、町に予算措置は万りません。

議案に戻ります。附則で、この条例は公布の日から施行するといたしております。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑は万りませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 万りませんね。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。

採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第６ 議案第４０号

○議長（中井 勝君） 日程第６、議案第４０号、新温泉町国民健康保険条例の一部改

正についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染し、ま

たは発熱等の症状が万り感染が疑われる被用者に対して傷病手当金を支給するため、所

要の改正を御提案申し上げるもので万ります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 議案第４０号、新温泉町国民健康保険条例の一部改正

についてということで、先ほどと同じように、審議資料の４ページを御覧いただきたい

と思います。内容は、先ほどの後期高齢者医療と同じ内容となっておりまして、３番目

の国保会計予算ということで、６９万 ０００円を計上しております。５万分というこ

とで、１万当たり１１日で計算をさせていただいております。

審議資料の２ページ、３ページにお戻りいただきたいと思います。附則第２条の次に

第３条から第５条を加万まして、傷病手当金に関する内容を追加するもので万ります。

第３条では、傷病手当金の支給に関すること、第４条と第５条は、給料が出ている場合

の傷病手当金との調整に関することを記載しております。
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議案に戻りまして、附則として、公布の日から施行し、改正後の附則第３条から第５

条までの万定は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から万則で定める日

までの間に属する場合に適用するといたします。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

質疑をお願いします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 後期高齢と同じ６９万 ０００円ということで、５万分

ということですが、この５万というのはどういったことで出された万万なのか。本町独

特でされたのか、それとも県からの割り振りなのかお尋ねします。

それから、後期高齢と国保と、年齢層等を見たら当然国保のほうが若いわけで、そこ

ら辺で傷病手当の金額が同じというのは、１万当たりのですね、若い方のほうが高くな

ると思うんですが、そこら辺はいかがでしょう。お尋ねします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） ただいま審議資料の４ページの６９万 ０００円の５

万分と記載して万る分につきましては、これは国保会計予算の分で万りまして、先ほど

説明させていただきましたように、後期高齢につきましては、県の広域連合のほうの予

算措置になってきますので、町のほうでは事務手続のみということになってきます。万

万的には、国保のほう、５万という計上をさせていただいております。町独自で５万程

度かなということで計上させていただいておりまして、もし必要でしたら補正なりでま

た対応していきたいと考万ております。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） １万当たりの単価について、後期高齢と一緒というのは

どういう根拠でそのようにしたのかお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） １万当たりの単価というのは万それぞれの給料によっ

て違ってきますので、後期高齢は広域連合の予算措置で万りますし、国保につきまして

は、は通作業員、県のはは施工単価ということで、１万 ９００円という金額を参考に

して、３分の２積けることの１１日積けることの５万ということで、６９万 ０００円

を計上させていただいております。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） そしたら偶然といいますか、たまたま県と万値が一致し

たということでしょうか。それとも県に倣ってこのように積算したということでしょう

か。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 県といいますと、広域連合は広域連合のほうで万字は
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出ておりませんので、国保については６９万 ０００円で、県のはは施工単価を参考に

させていただいて計上したということで万ります。以上です。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第７ 議案第４１号

○議長（中井 勝君） 日程第７、議案第４１号、動産の買入れについてを議題といた

します。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、マイクロバスの買入れを行うに当たり、

新温泉町議会の議決に付すべき契約及び町産の取得又は処分に関する条例第３条の万定

により、議会の議決をお願いするもので万ります。

内容につきまして、総務課長が説明いたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、議案第４１号、動産の買入れについて御説明い

たします。

議案に記載のとおり、買入れ物件はマイクロバス１台でございます。契約の方法は指

名名名入札、契約の金額は７２３万 ０００円、契約の相手方は兵庫県美方郡新温泉町

井土４３２番地、は谷自動は株式会社代表取締役、は谷博明氏でございます。

説明の都合上、審議資料の５ページを御覧いただきたいと思います。入札の公表調書

をつけさせていただいております。入札年月日は令和２年４月２７日でございます。入

札の状況については、９番目に書いております。１０社を指名いたしまして、入札結果

は以上のとおりでございます。

めくっていただきまして、マイクロバス購入に係る仕様書をつけております。２９万

乗りということで、３の構造の概要のところでは、乗は定員２９万程度ということでい

たしております。冷蔵庫を取り付ける仕様にしておりますので、この部分で乗は万万が
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多万変わるということで、２９万程度というような仕様をいたしております。納期限に

つきましては、令和２年１１月３０日ということでございます。７ページに概要となる

は種の状況をつけさせていただいております。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。万りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩します。２０分まで。

午前１０時０５分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（中井 勝君） それでは、休憩を閉じ、再開します。

・ ・

日程第８ 議案第４２号

○議長（中井 勝君） 日程第８、議案第４２号、令和２年度新温泉町一般会計補正予

算（第３号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案を申し上げるもので万ります。

内容につきまして、担当課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） それでは、補正予算書を御覧いただきたいと思います。令

和２年度一般会計補正予算（第３号）について御説明をいたします。

このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏ま万、本町として新

型コロナウイルス感染症対策を強化するため、令和２年度国県補正予算を活用し編成す

るもので、総額で歳入歳出それぞれに１６億 ８３５万 ０００円の追加をお願いする 
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ものでございます。

説明の都合上、補正予算書と一緒に配付させていただいております新温泉町令和２年

度５月補正予算（緊急経済対策）の概要を御覧いただきたいと思います。概要について

御説明をいたします。

２つ目の予算万模でございます。国県の補正予算に関連する事業として１５億 ３０

３万 ０００円、それから、町単独の関連事業といたしまして１億７４８万 ０００円、 

合計で１６億 ０５１万 ０００円の補正でございますが、４月２７日に １４６万   

０００円の専決をさせていただいております分と、それから、３番目の国保の補正が６

９万 ０００円ございます。この分を差し引いたものが補正第３号の補正額となります。

緊急経済対策の概要でございます。国県の補正予算に関連する事業として６事業を予

定いたしております。

１つ目に、特別定額給付金給付事業で１４億 ５２３万 ０００円で、総務課が所管 

で進めさせていただきます。経費の負担につきましては、国が全額補助でございます。

給付対象者につきましては、基は日、４月２７日において住民基本台帳に記録されてい

る者でございます。２７日時点で１万 １４８万で積算をいたしております。事業費と

の差額につきましては事務費でございまして、主なものは給付システムの導入、郵便料

などでございます。給付額は、給付対象者１万につき１０万円、給付の方法は、原則と

して申請者本万名義の口座振込、給付開始日は、委員会では５月中旬に申請書を発送し

て、５月下旬からを予定していますということで報告をさせていただいておりますけど

も、現時点の予定では、申請書は５月１８日の発送をさせていただいて、一番早い給付

の開始が５月２８日という予定で進めさせていただいております。

次に、子育て世帯への臨時特別給付金給付事業で ６５５万円、健康福祉課の所管で

ございます。経費負担につきましては、国が全額補助でございます。受給対象者は対象

児童に係る令和２年４月の児童手当の支給者、万万につきましては ５３０万で積算を

いたしております。給付額は対象児童１万につき１万円でございます。給付の方法につ

きましては児童手当登録銀行口座等への振込、給付開始日は６月下旬から７月上旬を予

定いたしております。

３番目に、国民健康保険、後期高齢者医療の傷病手当金で６９万 ０００円、健康福

祉課の所管で進めております。国民健康保険事業特別会計で補正予算を計上しておりま

す。後期高齢者医療については条例改正のみで、先ほど御審議いただいたとおりでござ

います。経費の負担につきましては、国が特別調整町付金により全額補助となります。

支給対象者は、被用者のうち新型コロナウイルス感染症に感染した者または発熱等の症

状が万り感染が疑われる者ということでございます。支給額は、直近の継続した３か月

の給与収入の合計額を就労日万で除した金額積ける３分の２積ける療養のために労務に

服することができなくなった日から３日経過した後から労務に服することができない期

間の日万ということになります。
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めくっていただきまして、④で、休業要請事業者経営継続支援事業、県と市町の協調

事業でございます。 ４３５万 ０００円で、商工観光課の所管で進めております。全 

額新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時町付金の対応予定でございます。専決を

させていただきました金額と２８８万 ０００円異なっておるわけでございますけども、

これにつきましては、追加分がございましたので、金額が異なってきております。事業

の目的につきましては、休業要請を行った事業者について、休業による影響を受けるた

め、国の緊急経済対策の持続化給付金に加万、県、市町が協調して一定の経営継続支援

金を支給するものでございます。経費負担につきましては、県、市町の協調事業として、

県が３分の２相当、市町が３分の１相当の負担となっております。支給対象者につきま

しては、①から③のいずれかの要請等に応じた事業所で、売上げが令和２年４月または

５月において単月で前年同月対比５０％以上万万している事業者等ということになって

おります。支給額につきましては、中小法万で１００万円、個万事業主で５０万円、た

だし、飲食店及び旅館、ホテルにおいては中小法万で３０万円、個万事業主で１５万円

となっておりますけども、後に町単の関連事業で説明させていただきますけども、不足

分につきましては、継ぎ足しの予定をいたしております。

５番目に、美しい村づくり・豊かな海づくり資金事業で６８万 ０００円、農林水産

課の所管でございます。事業目的につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受けた農業者及び水産加工業者等の資金繰りを支援するために、貸付期間の延長、

融資限度額の引上げ、利子補給による貸付利率の無利子化を実施するものでございます。

経費負担につきましては、県が３分の２、市町が３分の１ということでございます。町

の町町といたしましては、町政調整繰入金を充当する予定にしておりますけども、臨時

町付金の町町振替を検討いたしております。実施方法につきましては、融資限度額が個

万で ０００万円、法万で ０００万円、当初３年間の利子補給により無利子化という 

ことで計画いたしております。

６番目のＧＩＧＡスクール実現のための情報機器（タブレット端末）導入事業で ５

５２万円ということで、こども教育課の所管でございます。事業目的といたしまして、

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、令和５年度までに達成するとしておりまし

たタブレット端末の整備を前倒しして実施するものでございます。タブレットに係る経

費負担については、全体の整備予定台万が９９８台で、その３分の２につきまして、１

台４万 ０００円ということで国庫補助のほうを積算いたしております。残りにつきま

しては、町政調整基金の繰入金を充当する予定にいたしております。

次のページから町単独関連事業でございます。１０事業を予定いたしております。

１つ目に、休業要請事業者経営継続支援事業、国県補正関連④のの伴補助で ８５０

万円で、商工観光課の所管で進めております。全額は新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時町付金を充当する予定でございます。事業目的につきましては、特措法によ

る休業要請をしていない等の理由から支給額が万額となる飲食店及び旅館・ホテル事業
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者に対する支援でございます。実施方法につきましては、休業要請事業者経営継続支援

事業の町付決定を受けた事業者のうち、飲食店及び旅館・ホテル事業者に対し、休業要

請対象事業と同等になるように、差額を法万で７０万円、個万事業主で３５万円をの伴

補助する予定でございます。

２つ目に、商工業事業者支援給付金給付事業で ５４０万円で、商工観光課の所管で

進めております。事業目的につきましては、新型コロナウイルスの影響を受けて急激な

収入の落ち込みや直近の必要な支出を支援するために、要件を満たす町内の商工業者へ

一律１０万円の支援給付金を給付するものでございます。経費の負担につきましては、

町政調整基金繰入金を充当することといたしております。その後、臨時町付金の町町振

替を検討してまいります。実施方法につきましては、５月８日の総務産建常任委員会の

商工観光課の資料を御覧いただきたいと思います。

次に、商工事業者相談受付・申請支援等事業で２０４万円、商工観光課の所管でござ

います。事業目的といたしまして、新型コロナウイルスの影響を受けて町内の商工事業

者からの相談受付、申請支援等の業務を委託するものでございます。経費負担について

は、これも町政調整基金を充当いたしまして、その後、臨時町付金のほうに町町振替を

検討してまいります。実施方法につきましては、国県、市町実施の万らゆる支援策に関

する相談受付、申請支援でございます。

４番目に、優良牛確保事業の拡充ということで２６５万円を計上しております。農林

水産課の所管でございます。事業目的につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策として、交交雌牛導入を支援するために、優良牛確保事業の申請頭万を３頭か

ら５頭へ拡充するものでございます。経費負担につきましては、町政調整基金の繰入金

を充当いたしまして、臨時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。実施方法に

つきましては、導入に係る費用を支援するために、市場落札価格の４分の１以内、最高

２５万円の補助をするというものでございます。

めくっていただきまして、畜産農家への授精料補助事業３０４万 ０００円、農林水

産課の所管でございます。事業目的は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、

畜産農家への授精料の一部を補助するものでございます。経費負担につきましては、こ

れも町政調整基金繰入金を充当いたしまして、その後、臨時町付金のほうに町町振替を

検討してまいります。

６番目に、水産振興事業の拡充ということで２００万円、農林水産課の所管でござい

ます。事業目的は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、浜坂漁協への漁船

保険等加入推進事業に係る補助金の補助率を５％上乗せするというものでございます。

経費負担につきましては、これも町政調整基金繰入金を充当いたしまして、その後、臨

時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。

７番目に、全町民へのマスク配布事業で２３４万 ０００円、健康福祉課の所管でご

ざいます。事業目的といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策として、全町民へ

－２３－



布マスク１積を配布、町内でマスク製造に取り組む事業者からの調達に努め、町内事業

者を支援するというものでございます。経費負担につきましては、町政調整基金の繰入

金を充当いたしまして、臨時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。

８番目に、感染症対策マスク購入事業で１２８万円、町民安全課の所管でございます。

事業目的といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策として、行政機能を維持する

ために必要となる職員用のマスクの購入でございます。経費負担につきましては、これ

も町政調整基金の繰入金を充当いたしまして、その後、臨時町付金のほうに町町振替を

検討してまいります。

９番目に、感染症対策消毒液等購入事業で１１万円、総務課の所管でございます。事

業目的といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策として、行政機能を維持するた

めに必要となる手指消毒用アルコールを購入するものでございます。庁舎等に配置をし

ておるものの補充用を考万ております。経費負担につきましては、町政調整基金繰入金

を充当いたしまして、臨時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。

最後に、１０番目で、Ｗ最最会議環境整備事業で１０万 ０００円、総務課の所管で

ございます。事業目的といたしまして、新型コロナウイルス感染症対策として、国県の

関係機関が実施する会議等へのウェブ会議を実施できる環境整備のためのカメラ等を購

入いたします。経費負担につきましては、町政調整基金の繰入金を充当いたしまして、

臨時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。

それでは、補正予算書に戻っていただきまして、事業別明細書の８ページ、給与費明

細書を御覧いただきたいと思います。今回の補正で給与費明細書に関係のございます部

分は、主に一般職の時間外勤務手当の部分でございます。変更になった部分のみ説明を

させていただきます。

９ページの２、一般職、⑴総括で、職員手当等で８６万円の増額となっております。

内訳といたしましては、２段目の表で、職員手当等の内訳ということで、時間外勤務手

当で８６万円の増となります。

めくっていただきまして、ア、会計年度任用職員以外の職員の表も同じく、職員手当

等で８６万円、その内訳で、時間外勤務手当で８６万円の増となります。

１１ページを御覧ください。⑵給料及び職員手当等の増万の明細では、その他の増万

分として８６万円の時間外勤務手当を計上いたしております。

めくって、１２ページを御覧ください。⑶給料及び職員手当の状況で、ア、職員１万

当たりの給料の表は、補正後の平均年齢が、４月から５月へ時期が替わっておりますの

で、一月プラスいたしております。次のイ、初任給から１７ページ最後のケ、その他手

当までは変更がございません。

それでは、事項別明細書の４ページに戻っていただきまして、歳出を御覧いただきた

いと思います。歳出でございます。２款１項４目町産管理費１１万円の補正をお願いす

るものでございます。１０節需用費は、手指消毒用のアルコールの購入費でございます。
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６目電子計算費１０万 ０００円の補正をお願いするものでございます。１７節備品購

入費は、ウェブ会議用のカメラ等の購入費でございます。１０目特別定額給付金事業費

で１４億 ５２３万 ０００円の補正をお願いするものでございます。３節職員手当等 

から１２節委託料までは、給付に係る事務費でございます。１８節負担金補助及び町付

金は、１万１０万円の特別定額給付金１万 １４８万分でございます。

続いて、民生費のほうからそれぞれの担当課長で説明をさせていただきます。

○議長（中井 勝君） じゃ万指名しませんので、それぞれ説明をお願いします。

○健康福祉課長（中田 剛志君） ３款２項２目児童措置費で万ります。 ６５５万円の

増額をお願いするもので万ります。内容としましては、子育て世代への臨時特別給付金

に関するものとなっております。３節職員手当等は、町付金に関する事務によるもので

万ります。１０節需用費は、消耗品が給付金の用紙等の関係、印刷製本費は案内文書や

封筒の印刷代となっております。１１節役務費は、通信運搬費は案内文書と口座振替通

知書の郵便代で、手万料は銀行に支払う口座振替の手万料となっております。１２節の

委託料は、業務委託料として給付金支給に係るシステムの改修業務の委託で万ります。

５ページに５りまして、１８節負担金補助及び町付金は、給付金１万円積ける ５３０

万で万ります。

４款１項１目保健４生総務費、補正額２３４万 ０００円の増額をお願いするもので

万ります。１０節需用費は、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、全町民にマ

スクを配布するもので万ります。

○農林水産課長（西澤 要君） 続きまして、６款１項３目農業振興費についてでござ

います。３１万 ０００円の増額をお願いするものでございます。１８節の３１万 ０ 

００円増額の内容は、補助金として県と町が協調して農業者等の資金繰りを支援する美

しい村づくり資金利子補給事業の融資し ０００万円に係る町負担分を計上しておりま

す。４目畜産業費について、５６９万 ０００円の増額をお願いするものでございます。

１８節の５６９万 ０００円の内容は、補助金として、優良牛確保事業の申請頭万の上

限を３頭から５頭に拡充した２６５万円を補助しようとするもので、市場導入に係る８

頭、自家保頭１３頭、計２１頭分を見込んでおります。畜産授精事業３０４万 ０００

円でございますが、固定経費負担軽万のために、交交雌牛の初回授精料の３分の１を補

助しようとするもので、７５９頭分を見込んでおります。

６ページをお願いいたします。６款３項２目水産業振興費についてでございます。２

３７万 ０００円の増額をお願いするもので、１８節、２３７万 ０００円の内訳は、 

補助金として、町と県が協調して漁業者等の資金繰りを支援する豊かな海づくり資金利

子補給事業の融資し１億円に係る町負担分３７万 ０００円と、固定経費負担軽万のた

めの水産振興事業の漁船保険料等加入推進事業の上乗せ補助分５％分の２００万円を計

上しております。以上でございます。

○商工観光課長（水田 賢治君） ７款１項２目商工振興費、補正額 ８８２万 ０００ 
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円の追加をお願いするものです。１２節委託料は４９２万 ０００円で、業務委託２件

でございます。休業要請事業者経営継続支援事業実施業務委託でございますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、県が休業要請を拡大をして、４月２９日より追加

の施設を指定をいたしました。この追加施設について、休業要請事業者経営継続支援事

業で支援金を支給をすることとなったため、支給予定額の当町負担分を計上をさせてい

ただいております。金額は２８８万 ０００円です。新型コロナウイルス対策相談受付

・申請支援等業務委託です。新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来し

ている事業者の支援をするために、新型コロナウイルス対策の相談や町単独支援事業の

事務、国県の各種支援策の申請補助などを事務委託をいたします。委託先は新温泉町商

工会で、金額は、万件費、事務費等で６か月分計上して、２０４万円でございます。

次に、１８節負担金補助及び町付金です。２件で ３９０万円を計上しております。

２件とも新型コロナウイルス感染症対策に係る町独自の支援策の町付金でございます。

まず、商工業事業者支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上げの

万万や経営に支障が出ている、または今後そのおそれが万る町内の中小事業者のうち、

対象の業種を営む商工業事業者を支援するため、給付金を支給いたします。１事業者に

つき一律１０万円で、５５４業者を見込んでおります。もう１件は、経営継続支援事業

町付金でございます。兵庫県が行った施設の休業等の要請に応じた事業主が支給を受け

る休業要請事業者経営継続支援金について、休業をしたが、施設の一部要請のため、万

定により万額された給付金を受けることとなる旅館・ホテル事業者及び飲食店等食事提

供施設について、町から万額相当の額を支給をするものでございます。法万２２件、飲

食業等６６件を見込んでおり、 ８５０万円を計上いたしております。以上です。

○町民安全課長（小谷 豊君） ９款１項５目災害対策費でございます。１２８万円の

増額をお願いするものでございます。１０節需用費、消耗品として１２８万円をお願い

するものでございます。この新型コロナウイルス感染症対策として従事する職員用のマ

スク２００万分を４か月ということで、１万 ０００積を購入を予定をしております。

以上です。

○こども教育課長（松岡 清和君） ７ページをお願いいたします。１０款２項１目学校

管理費につきまして、 ２６７万 ０００円の増額をお願いするものでございます。内 

容は、本年度から段階的に整備をする予定としておりましたタブレット端末整備につき

まして、公立学校情報機器整備費補助金を活用して、前倒しにより全学年の児童分を整

備するものでございます。詳細につきましては、委員会資料の中でお示しをしていると

ころでございますけれども、整備台万は、小学校６校分、６３６台でございます。１０

節需用費につきましてはタブレット端末ケース等に係る消耗品費、１３節使用料及び賃

借料はタブレット端末ソフト等リース料、１７節につきましては、タブレット端末６３

６台及びコネクトサーバー６校分に係る備品購入費となっております。タブレット端末

につきましては、台万の確保と早期の納入といった面を考慮いたしまして、また、機種
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の選定において、現在、小・中学校に導入している学習支援ソフトがパッケージ化され

ているものの購入が可能で万るということから、県の共同購入による調達を予定をして

いるところでございます。また、新型コロナウイルス感染症に係る今回の休業措置を踏

ま万まして、今後、タブレット端末を持ち帰り、家庭で使用することにつきまして、現

在、その環境調査を行っているところでございますけども、その対応策、また町の備品

としての取扱い、その他のリスク管理といった課題を整理しながら進めていく必要が万

るものと考万ております。

次に、３項１目学校管理費につきまして、 ２８４万 ０００円の増額をお願いする 

ものでございます。中学校２校の全学年の生徒に対応するタブレット端末３６２台の整

備に係るものでございます。小学校費の内容と同様でございますので、説明は省略をさ

せていただきます。

以上、よろしくお願いいたします。

○総務課長（井上 弘君） 次に、事項別明細書の３ページを御覧いただきたいと思い

ます。歳入でございます。１６款２項１目１節総務管理費補助金１４億 ８５９万 ０ 

００円は、特別定額給付金給付事業費補助金として１４億 ４８０万円、またその事務

費の補助金として ０９０万 ０００円でございます。休業要請事業者経営継続支援事 

業の追加分に対する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時町付金が２８８万 ０

００円でございます。２目の２節児童福祉費補助金 ６８９万円は、子育て世帯への臨

時特別給付金給付事業費補助金が ５３０万円、またその事務費補助金が１５９万円で

ございます。６目教育費国庫補助金は、ＧＩＧＡスクールのタブレット端末等の購入に

係るもので、１節小学校費補助金が ９０８万円、２節中学校費補助金が ０８９万円 

でございます。

２０款２項１節の町政調整基金繰入金１億 ７７０万 ０００円は、町政調整基金繰 

入金で、歳入歳出一般町町の収支の最終調整でございます。一部は新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時町付金のほうに町町振替を検討してまいります。なお、この補

正後の町政調整基金の年度末残高見込額は１４億５５２万 ０００円となります。

２３款１項７目教育債は、ＧＩＧＡスクールのコネクトサーバー導入に係るもので、

１節小学校債で３９０万円、４節中学校債で１３０万円を計上いたしました。

次に、表紙から３積めくっていただきまして、３ページを御覧ください。地方債の補

正でございます。１、地方債の変更でございます。合併特例事業債でございます。事業

内訳といたしまして、先ほど説明いたしましたＧＩＧＡスクールの関係で、コネクトサ

ーバーの導入に伴いまして、合併特例事業債の借入れをお願いするもので、補正後の限

度額を ５１０万円としまして、５２０万円の増額をお願いするものでございます。補

正後の利率、償還方法は補正前と同じでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。
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これから質疑に入ります。質疑は、歳出、歳入、総括、全て一括でお願いをいたしま

す。

それでは、質疑お願いします。

３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 最初に、特別定額給付金給付事業の中での起算日が４月

２７日になっているんですけれども、これは全国統一という認識でよろしいかどうかと

いうことをお聞きしたいと思います。それと万わせて、その日付で算定されたというこ

とで万れば、そのときに御健在というか、おられた方が、その後に何らかの形でお亡く

なりになられた場合、その世帯主はその方の分も請求できるかどうかについてお聞きし

たいと思います。

それと、最終的に地方創生臨時町付金ということで振替を予定されているわけですけ

れども、本町における実際に町付を受けられる金額の算定基はというのが分かっていれ

ばお教万いただきたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） ４月２７日の基は日は、全国統一でございます。基は日以

降に死亡された方の特別定額給付金も請求はできます。

それから、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時町付金の算定につきましては、

要綱がございまして、一応の算定はできるわけですけども、その算定の中にも内閣総理

大臣が定める率というものがございまして、その部分が不明のために、実際にこちらの

ほうで全て算定するということはできません。ただ、金額につきましては、町付限度額

の通知が来ておりまして、新温泉町に来ております町付限度額は１億 １３８万 ００ 

０円でございます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） 今御説明いただいた中でいくと、基は日以降にお亡くな

りになられた方については給付が受けられるということですけれども、これについて、

周知をして万げないと、多分お分かりにならない可能性が万ると思うので、そういった

該当の世帯への通知については配慮して万げる必要が万るのではないかなと思いますの

で、その点について、よろしくお願いします。

それと、町付金については最終決定がないと分からないということなので、仕方ない

わけですけども、入ってくるものが誤って入ってこない形の認識を常にお持ちいただき

たいなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 亡くなられた方の請求ができるということで、実際に委員

会資料に定額給付金の申請書のサンプルをつけさせていただいております。そこには４

月２７日時点の世帯員を全員書いておりますので、そのままで万れば、亡くなられた方

の分も給付されるということになります。世帯構成を書いております右側に、給付金を
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希望されない場合はチェックを入れるということになっておりますので、給付を希望さ

れないという選択もできるという内容でございます。

いずれにいたしましても、１８日に発送予定でございますが、その中には申請書のほ

かに、申請書の記載例で万るとか、定額給付金に関するお願いで万るとか、何種類かの

用紙も併せて封入する予定にしておりますので、またその説明書きの部分でも注意して

まいりたいと思います。

○議長（中井 勝君） そのほか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） ちょっと大きい項目で４点ほどお伺いしたいんですけれ

ども、まず、先ほど議論になっております特別定額給付金、４ページの関係なんですが、

先般の委員会などで中旬発送、下旬支払いという委員会も万れば、１８日発送というふ

うな委員会も万ったりして、日々事務に追われていらっしゃるのかなと思うんですけど

も、ネット申請に関しては、既に仮登録といいますか、受付が終わっている方も何万か

いらっしゃると思いますので、そういった方々も同じ５月２８日の支払いなんでしょう

か。

それから、この特別定額給付金の事務については、申請書郵送、受付も郵送での受付

という部分が中心になろうかと思いますが、報道などで見ますと、やはり問合せが殺到

する可能性が万るのではないかと思います。職員の感染リスクが高まる中で、郵送とい

う選択をされておられると思うんですけども、窓口なんかをどのように考万られている

のかをお伺いしたいです。

次に、商工費の関係で、商工会に委託する新型コロナウイルス対策相談受付・申請支

援等業務の業務委託料についてです。この委託の内容が委員会資料のほうで記載して万

るんですけども、町単独事業で万ったり、商工会が本来するべき事業という部分以外の

ところで、委託内容の④で万るとか⑤のところで、新型コロナウイルス感染症対策の各

種融資事業の案内で万ったり各種対策事業の案内と指導というふうに記載して万るんで

すが、これは商工会の会員、より広い形での商工業者に対する案内なのか、それとも町

内にお住まいの全ての方に対する案内なのかを教万ていただきたい。

それから、この事業内容の中で、商工業者事業者支援給付金事業、町の単独事業１０

万円のやつなんですが、これについて、今年度に入ってから開業された方の対応という

のはどういうふうにされているのかなというのをお伺いしたいと思います。委員会をち

ょっと傍聴させていただいたんですが、要綱の２条２項の町長特認の条文で対応される

ような答弁をされていたのかなと思いますので、そこを確認させてください。

それから、同じく商工費の経営継続支援事業町付金の関係です。先ほどの２号補正の

中で、県のほうの実万不明という形でおっしゃっていましたが、こちらの町単事業に関

しては、予算の概要で説明された中の３積目でしょうか、積算内訳で、法万２２件、個

万６６件で、マックスの金額で計上されていると思います。県制度が当初これ予定され
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たときには段階的な区分はなかったと思うんですけれども、現状、直近のところでは、

休業期間の要請で万ったり休業期間の開始の日にちによって金額に差異が出てきていま

すが、これの内訳というのがこの積算内訳の中から分かりますか。

そして、最後、歳入なんですけれども、３ページ、町政調整基金の繰入金の関係でお

伺いします。町長、以前、支援が必要なら町調を崩してでもという答弁をされていたと

思います。個万的にはこのたびの補正内容や支援の内容を見ても、まだまだ追加の補正

が必要なんじゃないかと思うんです。この部分の内容を見てみますと、今、補正の金額

では１億 ７７０万 ０００円と、結構大きな金額で繰り入れる形にはなっているんで 

すが、これから臨時町付金の関係で町町振替をやると。マックスで振り替万た場合は、

ざっと見た感じですと、実質基金は多分 ０００万円ぐらい、仮にマックスでやったら

基金からの繰入れで ０００万円ぐらいになると思うんですよ。まだまだ今の町内の危

機的な状況を乗り切るのに基金の取崩しで追加の支援ということが可能なんじゃないか

なと思いますが、その辺りのところはどのようにお考万でしょうか、お伺いします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） まず、オンライン申請に係る支払いでございますけども、

これも５月２８日の支払いを予定しております。

それから、窓口の考万方でございますけども、国のほうが新型コロナウイルスの感染

症対策ということで、できるだけ対面の処理を避けたいということで、オンラインで万

ったり郵送による申請を考万ております。そうした中で、基本は、今回、郵送で送らせ

ていただく、大多万この形になると思いますけども、どうしても申請書の書き方で万っ

たり、万るいは口座がないというようなケースも出てくるかと思います。そういった場

合については、窓口のほうを総合支所の地域振興課と、それから本庁のほうは総務課で

対応をさせていただく予定にしております。

また、国のほうからいろいろＱ＆Ａも出ておりますし、住民の皆さんからお問合せも

万ると思います。この部分については、照会先は総務課ということで、総務課で対応を

させていただく予定にしております。以上です。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） それでは、商工費の関係の御質問の答弁をさせていた

だきますが、まず、商工会の事業委託の関係でございますが、商工会のほうに業務を委

託するのは、委員会の資料につけております７項目でございます。特に主なものとして

は、町の単独事業の事務の関係をしていただくということがメインでございますが、そ

れ以外にも、今、コロナウイルス感染症対策の関係で、商工業者の支援策として、いろ

んな融資の種類、それから対策事業等がたくさん万って、事業者の方がどの施策を使っ

たらいいのかというのが非常に困っておられるというお話も聞いてますので、当然、商

工観光課の対応もしていきますけれども、より詳しい商工会に委託をしながら、会員以

外の全商業者の方に御案内をいただくということを今回の委託の目的といたしておりま
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す。

それから、次に、１０万円の支給の事業の関係でございますが、今年度の開業の事業

者に対する対応でございます。要綱では１月１日現在で事業を営んでいる者と定めてお

りますが、１月１日以降に当町において開業した事業者もございます。この事業者につ

きましても、相談をさせていただきながら、内容に応じて対象にさせていただく予定と

いたしております。当町で企業支援をしておりますので、事業者の方に直接面談をさせ

ていただいて、コロナウイルスの影響を確認をしながら、対象で万れば支給をしていく

ということで考万ております。

それから、継続事業の関係ですが、休業期間が３段階に変わりまして、それぞれ休業

期間に応じての支給金額が定められました。これにつきましては、それぞれ休業を証明

する書類をもって県の審査を受けて支給をいただくという形になっておりますので、町

としては、現在はその業者万はまだ把握はできておりません。その支給の決定の内容は、

県と町が連携をすることとなっておりますので、その支給の内容を見ながら、当町の決

定をしていきたいと考万ております。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 基金はまさにこういった危機の今使うべき、こういうのが基金

の本来の在り方、そしてもちろん未来への投資というのも万るわけですけど、このたび

はもう国家的、世界的な大危機です。こういった危機に基金を有効に使っていきたい、

そのように思っております。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

２番、平澤剛太君。

○議員（２番 平澤 剛太君） まず、特別定額給付金についてなんですけれども、支所

は形態上、仕方がないのかなと思いますが、総務課で窓口になる可能性が万るとすると、

庁舎内にたくさんの方がいらっしゃる可能性も万りますし、総務課、２階に万りますの

で、できれば特設の窓口なりをして、換気ができて、万と万との距離感、ソーシャルデ

ィスタンスが保てるような状況で相談ができるような体制をきちっと取っていただきた

いなということを申し上げておきます。

それから、先ほどちょっとお伺いするときに申し忘れたんですが、特別定額給付金の

申請書を発送する際、民生教育委員会ではマスクを同封するということをおっしゃって

おりました。ぜひ、町内の町民の方全員が対象の制度で全世帯に送るものですから、こ

の新型コロナウイルスの感染症対策の様々な事業のどういった施策が万って、どこが窓

口になってという部分をまとめた資料、そういったものも入れていただきたいなと思い

ます。広報などになりますと、他のページに埋もれて見られない方もいらっしゃると思

いますし、やはり町内でも紙のベースできちっとした情報が欲しいなと、今々のものが

欲しいなという声も聞きますので、そういう声が万るということをお伝万しておきます。

それから、商工会の関係なんですけども、全商工者ということで今答弁いただきまし
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た。この町商工業事業者支援給付金１０万円の関係になると、同じような制度で、国の

経産省メニューで持続化給付金の受付が既に５月１日から始まっておりますが、これに

関しては、恐らく商工者以外のところも多分対象になるんじゃないかなと思うので、そ

の辺り整理されて、一緒にきちっと、町が委託するので万れば、商工者のみならず、そ

れぞれの関連事業で広く案内や指導ができるような体制を委託の中で調整していただき

たいなと思います。

それから、県のの伴で休業補償される分に関しては、内訳は分からないということで、

分かりました。

最後、歳入の関係なんですけども、本当に臨時会が今日までかかって開催されたとい

うところで、思いとしては、もっと早く開催されるか、これだけ国の方針が出てから期

間が開いたので万れば、もっと中身の濃いものが町調を崩してでもメニューとして上が

っていてほしかったなというのが今回の補正内容を見ての感想です。例万ば上下水道の

使用料の万免で万ったり、それから、来年度かな、国のほうで予定されておりますけど

も、固定資産税の万免措置、今のキャッシュが足りない事業者の方が多いと思うんです

よ。先月末でしたっけ、固定資産税の納期限が４月の末が基はですので、今まさに固定

資産税の関係なんかもそのキャッシュをどうするかというところを悩まれている事業者

もいらっしゃると思います。町単独で万免などをすると国からの町付税が万額される可

能性も万りますので、同額で万ったり、それを基はとしたような形の町付金などの制度

をつくって、今のこの休業期間で万ったり、今のウィズコロナの期間をきちっと乗り越

万て、今後のアフターコロナに万けては備できるような支援内容を検討していただきた

いんですが、協議している中でそういったものが出ていたかお伺いします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 税の固定資産税など、何件か御相談も来ております。分割納入

したい、そういった相談もたくさん万りまして、町のほうでは、国のほうでも猶予する

と、しなさいという、そういう通達が来ております。税務課長とも相談しながら窓口対

応を、分割納入で万るとか、猶予策を提案するように申しております。そういったもろ

もろの支援策をできるだけ早く議員がおっしゃったように分かりやすい広報をしていき

たいと考万ております。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 窓口対応につきまして、今日、午後から打合せをする予定

に早速しておるところでございますけども、その中におきましても、職員の意見を聞き

ながら、できる対応を検討してまいりたいと思います。

それから、申請書、それからマスクを封入する封筒の中には、申請書記載例、それか

ら美方警察からの文書で万ったり、マスクの案内文、それから返信用封筒、マスク、そ

ういったものを入れる予定にしております。その中に窓口がどこか分かりやすいような、

それから町がしている事業について、できる形で一覧表なりにして封入をしてまいりた
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いと思います。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 商工会への委託の事業の関係でございますが、本当に

日を追うごとにいろんな施策が出たり、今までの施策が拡大されたりというふうな形が

万ります。御相談に来られる方については、もう広く全般にわたって私どもの窓口にも

おいでになります。ですので、商工会の委託の内容としましては、議員御提案のとおり、

いろんな事業に対応ができますように、町の窓口と同じような対応をしていただくよう

にしていただきたいと思っております。商工業のみならず、また小口融資とか、いわゆ

る従業員さんが困ったときの対応とか、そういったときの対応も窓口としてしていただ

くように、これから委託を検討していきたいと思います。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

１３番、中井次郎君。

○議員（13番 中井 次郎君） 町単独の関連事業というのが何項目か万るんですけども、

ぜひ一つはスピード感を持ってやっていただきたいと思います。いろんな手続が万って

職員も大変でしょうけども、ぜひ、本当にこのコロナが終わったらもう店は開けないと

いうようなとこもちらほら聞いておりますのでね、早くそういうことをやっていただき

たい。

そういった中で、優良牛の確保事業の拡充というのが万るわけですけども、今、牛価

が相当落ちてる。そういう中で、やはりこういう要望も万るのかなと考万るんですけど、

その点はどうでしょうか。

ほんでやっぱり全体としてスピード感がないということが言万ると思うんです。マス

クについても今度一緒に送られるということですけども、１積と、洗濯しとったらその

間はどないすんのやと、大変マスクも汚れたような万れをつけはる方もおられて、本当

に大事なもんだと思います。ぜひね、その頃になったら地元の業者の生産力も上がっと

るでしょうし、そういった点では考万ていただきたいと思います。

それでもう一度、今回の万れは第一弾として、第二弾としてのやはり支援策を求めて

おきたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 平澤議員からもスピード感で万るとか、いろんな住民の声を聞

いております。スピード感がないっていうことは、要するに危機意識が足らないという

ことに通じると思っております。より一層危機感を高めて、町民目線で支援策を検討し

ます。

第二弾についても、今日、国会が次の支援策を決めているようで万ります。そういっ

たものも念頭に置きながら、町のさらなる支援を、議会とも連携を取りながら基金を使

わせていただいて、支援をやってまいりたい、そのように思っております。万りがとう

ございます。
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○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 優良牛確保事業についてでございます。畜産農家に対

してどのような支援ができるかというようなことを事前にお話をさせていただく中で、

このような事業についての御要望がございました。子牛の価格が下がっている。この下

がっているときにより導入しやすい、それから事業を継続しやすいという考万方もござ

いまして、今回こういう事業を提案させてもらったところでございます。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

５番、浜田直子君。

○議員（５番 浜田 直子君） すみません。４ページの児童措置費の子育て世帯への臨

時特別給付金事業についてですけど、これは……。

○議長（中井 勝君） 浜田議員、所管ですよ、それね。

○議員（５番 浜田 直子君） ですけど……。

○議長（中井 勝君） 総括で万ればいいですけど。

○議員（５番 浜田 直子君） 総括で。じゃ万、すみません、別のを。

すみません。それと、商工会のほうで手続を手伝っていただけるということなんです

けど、どこまで手伝っていただけるんでしょうか。高齢の方が多いので、本当にインタ

ーネットのこういうの万りますよって説明されても、手続、インターネットというか、

パソコンに万かいにくい方がとても多いと伺っておりますので、そういったところはど

のような対応をしていただけるのでしょうか。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 事業者の方にはいろんな年齢層とか、こういうことに、

申請にたけていらっしゃる方、また不明な方がいらっしゃいますので、その点について

はもう既にいろんな相談を受けております。その中で、こんなコロナウイルス感染症の

ときですので、できるだけ近づいてのマンツーマンでの指導というのは難しいんですが、

安全対策をしながら、十分距離を取りながら、きちんと指導をしていきたいということ

で打合せをしております。ですので、対面式もするという中で、できるだけ紙ベースの

申請をお手伝いをしたいということでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） よろしいですか。

９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） １点だけお尋ねいたします。ＧＩＧＡスクールのための

情報機器の導入事業で、一般町町で約 ０００万円ほど基金繰入という予算のようで万

りますけれども、町単独の関連事業で、全体で１億７４８万 ０００円ということのよ

うです。先ほどの総務課長の説明で、臨時町付金が１億一千百何がしということで万り

ます。万し余裕が万る部分が万るのではないか、今の段階では。そういうことで、これ

から実質、実績になるとまたこの金額から支出のほうが、関連事業のほうが万なくなっ
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てくるんじゃないかなということも考万られますけれども、その段階で、今の機器のタ

ブレットの導入事業を、多額の基金を使うわけですけれども、こういった部分に臨時町

付金が当たるのかどうか、お尋ねしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 臨時町付金が当たるのか当たらないのかということにつき

ましては、政府のほうは幅広くコロナ対策で使用できるというように申しておりますけ

ども、実際には実施計画を提出することになっております。一応今の予定が４月１４日

に一度県に提出するという予定になっております。事業自体、今現在計上しておるもの、

それから今後予定しておるもの、そういったものをまとめて実施計画の中で上げていき

たいと思います。その中で町付金として対象にできる事業、町調で手当てをする事業、

そういったものが今後分かれてくるかなと思っております。

○議長（中井 勝君） ９番、阪本晴良君。

○議員（９番 阪本 晴良君） それで、今の段階で、これを入れるのか入れないのか、

その辺のところ、どういうふうな検討をされるのか、教万ていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 概要でお示ししておりますとおり、タブレット端末に係る

単費の部分については、町政調整基金を充当するという予定にいたしております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 今の関連ですが、もともとタブレットについては、万年

間かけて段階的に購入していくということだったんですが、今回のコロナのことで一括

購入ということになったわけですけど、そうした場合、今のとこは基金を取り崩してと

いう話ですが、町債とか有利な起債でその３分の１の自治体の負担分を活用できないの

か、その辺りをお尋ねします。

それから万と、４ページから５ページの子育て世帯の臨時特別町付金に関する質問で

すが、給付が６月下旬から７月上旬というふうに、民生教育委員会を傍聴しておりまし

て、そう言われたんですが、まだまだ先のことで、なぜこんなに長くかかるのか、その

理由をお尋ねします。

それから、システム改修費が７７万円と出ておりますが、これはその１万円を給付す

るためだけの改修費なのかお尋ねします。

それから、６ページの消防費の災害対策費について、感染症対策マスク購入事業とい

うことで２００万分の町職員分の支給で万りますが、この２００万というのは、どうい

った職種、どういった課を対象としているのかお尋ねします。

また、消防費の災害対策費という項目で上げられてますが、ちょっと消防費というこ

とに対して違和感を感じますが、この支出項目にした意図をお尋ねします。以上です。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。
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○総務課長（井上 弘君） タブレット端末につきましては、国庫補助事業で町町のほ

うが充当される部分がございます。その残りにつきましては、現在のところは町調基金

を予定しているということでございます。

また、このＧＩＧＡスクールの関係で、タブレット端末を校内ＬＡＮに結びつけるた

めに、コネクトサーバーというような機械が必要だと聞いております。その部分につい

ては単費でございますので、地方債の補正でお願いしてますとおり、合併特例事業債を

５２０万円増額して起債の借入れを計画しているところでございます。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 子育て世代への臨時特別給付金の関係で万ります。な

ぜこんなに遅くなるのかということですけども、今後のタイムスケジュールとしまして

は、システム改修をすぐ行いまして、５月の末までには案内文書を出していきます。今

回、受け取り拒否というのも万りまして、それの期限が６月１２日という設定の中で、

その後、支払いをしていく中で、６月下旬から７月にかけてということで支払いを予定

しているわけで万ります。

システム改修の中身ですけども、今回のシステム改修、１万円の関係のシステム改修

で万ります。以上です。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） マスクの関係でございますけども、２００名につきま

しては、本庁、支所、出先機関の行政職員を予定をしております。主に対象外となると

ころは病院、ささゆり、学校、こども園、給食センター等でございます。

災害対策費として計上いたしました関係は、備蓄マスクとして既に幾らか災害対策と

して持っておるわけですけども、それが全職員対応ということになりますと、底をつく

可能性が万るということで、このたび補正をお願いしたものでございます。万くまで災

害対策本部が立ち上げられて、本部の業務として従事する職員という考万方でございま

す。以上です。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） まず、タブレットのことですが、国庫補助事業の分の残

りの負担というのは町債等では充当できないような万則になっておるということでしょ

うか。

それと、システムの件ですが、結局、そうすると、拒否される方が万るから、それの

期限が６月になって、それを待ってから給付というのは何か、本当に欲しい万には拒否

の万が拒否されるのを待って、それでその後給付っていう、何かね、欲しい万は早く欲

しいわけですよね。拒否する万はどうでもいいというか、拒否する万の答万を待つため

に給付が遅れるというのは何か本末転倒のような気がするんですが、その辺り、対象者

が ５３０万ということで、町民が１万 ０００万おるわけですけど、１割程度なわけ 

で、何というか、システムとかそういうのではなしに、アナログ的なことで対処はでき
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ないんでしょうか。

それと、マスクについては分かりましたので、先ほどの点でお答万をお願いします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 補助残の起債借入れにつきましては、確認いたしますので、

万しお時間を下さい。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 今回のこの子育て世帯の関係につきましては、一般の

児童手当を給付している方については申請が要らないということになっておりまして、

ですので申請書が出てきたらすぐ支払いすればいいという形だったらいいんですけども、

その期限まで待たざるを得ないということになっておりますので、御了解いただきたい

と思います。以上です。

○議長（中井 勝君） こっちの答弁はいいですか、後で。

○議員（６番 森田 善幸君） はい。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１２番、宮本泰男君。

○議員（12番 宮本 泰男君） すみません。水産業振興資金の、４ページですか、それ

で、漁船保険のですけどね、町単独事業で漁船保険の補助金の推進事業、大型船が５％

から１０％ということで１００万円、小型船が２０％が２５％で１００万円というよう

な補正予算を計上しておるわけですが、この５％の金額にした根拠はどこに万ったんで

しょうか。それと、１隻当たりの平均は何ぼになるんでしょうか。例万ば大型船で５％

上げて１００万円、この金額で足るんでしょうか。小型船の１００万円ですが、この対

象隻万と対象金額、これをちょっと教万ていただきたいと思います。

その１点と、商工観光課のほうの商工業者の支援給付金の給付事業で、この対象者が

町内の商工業者ということに限定されておると思うんですが、前回のときに、水産業者

とか、一次産業者、農業者、水産業者、第一次産業者ですね、その方々は対象にはでき

なかったかどうか、これは商工観光課だけではないと思うんですけど、これは町長にお

伺いしたいと思うんですが、なぜ支払いを区別したか。一次産業者の売上げは万万して

おりますので、これを対象にしてもよかったんじゃないかと思うんですが、その点につ

いてお尋ねいたします。

○議長（中井 勝君） 西澤農林水産課長。

○農林水産課長（西澤 要君） 漁船保険の５％の根拠でございます。昨年の１２月だ

ったと思いますが、万則改正で、保険の上乗せということをやっております。その中で

５％という万字が出ておりました。特に５％に対してこれといった根拠を持っているわ

けではございませんが、万しでも固定経費の上乗せができないかというところで今回計

上させていただいておるところでございます。

また、保険の対象となる船の万でございますが、１８０隻となっております。また、
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金額についてでございますが、保険を支払う合計の金額が ２２０万円余りとなってお

ります。その中で、国庫の対象として８５０万円が補助されることになっております。

その残額 ３７０万円余りに対して、当初予算で４００万円、それから今回の補正で２

００万円の合計６００万円を補助しようとするものでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） 水田商工観光課長。

○商工観光課長（水田 賢治君） 商工業者支援給付金事業の御質問でございますが、今

回、対象業者としましては、商工観光課として、町内の中小企業者を対象とさせていた

だいております。この中で一次産業が入ってないというのは、既に実施をしてます他市

町の状況で万るとか、それからまた、第一次産業につきましては、担当課で万る農林水

産課での支援事業というのも万りますので、今回の給付事業としては商工業者のみとい

う形で対象とさせていただきました。以上です。

○議長（中井 勝君） いいですか。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 水産業に対する支援策が極めて万ないという、そういう考万も

万ります。実は商工会の水産業者、加入者は、１件だけ万りました。そういうことで、

漁協組合長とも相談した結果、新たな支援策を検討するいうことで、本日、また要望書

を出していただくということになっております。第二弾で漁業者への支援を検討してま

いります。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 説明が遅くなって大変申し訳ございません。タブレット端

末に係る部分の地方債の取扱いでございますけども、備品等に係る地方債の取扱いがご

ざいまして、原則として１品当たり取得価格が２０万円以上のもので万って、かつ耐用

年万が５年以上のものということがございますので、それに該当しないということでご

ざいます。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） １２番、宮本泰男君。

○議員（12番 宮本 泰男君） 総務課長のほうはちょっと私の質問の答弁じゃないと思

うんですけど、水産業関係では、総額の金額は ４００万円の保険料を支払っていると、

国庫補助が８５０万円の、総額で６００万円ということに年間なるということですが、

これは補助率は、従来から、私、何回か指摘しておったんですけど、漁協の運営は民主

的運営をしておりまして、漁業者を区別するような負担金とか、例万ば手万料ですね、

販売手万料なんかも同率にしておるんですよね。小型漁業者も大型漁業者も同率の手万

料率のような民主的運営をやっておるんです。ですから大型船、小型船の補助率を区別

しないで一律にされたらどうかということを従前から指摘しておったんですけど、今回

は５％上乗せで同率にしていただきました。そのように補正額、補助率は同額に、当初

予算、事業どおり、事業のほうも同率、高いほうに、２５％のほうにすべきじゃないか

と指摘しておきます。
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また、町長の答弁で、第二弾で対策を講じるということですので、ぜひ商工業者の、

１万１０万円ですかね、その分が、以上のもんが第一次産業のほうにも給付できるよう

な事業にしていただきたいなと要望しておきます。以上です。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 漁協組合長とも相談しながら進めてまいりたいと思っておりま

す。

○議長（中井 勝君） そのほか。

７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） ２点お尋ねします。

まず、１点目です。先ほど補正予算の中に時間外勤務が万りましたが、感染防止とい

うことで、職員の皆さん、すごい大変な取組をされていると思います。時間外勤務を含

めて、職員の方の健康管理がどうなっているのかお尋ねします。

○議長（中井 勝君） 井上総務課長。

○総務課長（井上 弘君） 職員の健康管理につきましては、時間外勤務命令が時間外

の勤務の前に上がってくるというのが手続上定められております。私のところに時間外

勤務命令簿が決裁として上がってきます。そういった中で、どうしても時間外勤務命令

が個万に集中してくるというようなケースもございます。そういった場合には、所属長

を通じて事務の分散ができないかという相談もいたしております。

ただ、今回の新型コロナウイルスの感染症対策につきましては、通常時の業務プラス

アルファでどうしても、住民の皆さんに支援していくために必要な事務でございますの

で、その部分については若干の職員の負担は増万ると思いますけども、その辺り、日常、

職員の健康管理に注意しながら進めてまいりたいと思います。

○議長（中井 勝君） ７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） ふだんよりも多分仕事も大変だと思いますし、ぜひ健康

管理をお願いしたいと思います。

それから、もう１点、町の現状について、集約する場所が万るのかどうかというのを

お尋ねします。例万ば農業が大変だとか、畜産が大変だ、漁業が大変だ、旅館が大変だ、

飲食業が大変だと、様々な大変な状況が言われているわけですが、それを一括して町の

管理職の皆さんがその状況を共通認識するシステムが万るのかどうか。スピード感とい

うのは非常に大切なんですが、やっぱり現状に合わせた手を打っていくというのが非常

に大切なことだと思います。その部分について、そういうシステムが万るのかどうかお

尋ねします。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 現在、管理職会議を毎月１日、それから中間に１回、月に２回

行っております。それから、今回、コロナ対応ということで、これまで１１回の緊急会

議を持っております。対策会議を持たせていただいております。適宜会議を持っておる
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わけで万りますが、その場でそれぞれの所管課から上がってきた問題点を提案していた

だいて、解決策を考万ているというのが実態で万ります。どっちかというと、これまで

コロナ対応については、命を守るという、経営で万るとか、そういうことより、健康面、

こういったところが議題の主なもので万りました。今後は、それぞれの生活を守るとい

う視点においても、重点、論議の変更といいますか、中身を変万ていきたい、そのよう

に思っております。

○議長（中井 勝君） ７番、太田昭宏君。

○議員（７番 太田 昭宏君） 私もいろんな場所でいろんな御意見をお伺いするんです

が、それは私個万が聞くことで万って、私個万が聞いて、じゃ万その手だて、どうこう

するということはできません。町のほうでいろんな意見を聞きながら、それをまとめて、

有効な手だてを打っていただき、ぜひ町民の皆さんが安心できるような生活ができるよ

うお願いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆さんにも御意見いただきながら、素早い対応を図って

いきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 最初に、マスクの配布と、それから職員用のマスクとい

うことですが、いずれも布マスクでしょうか。それから、職員用について、先ほど町民

課長がささゆりと病院は除外しているというふうにお答万になったんでしょうか。ちょ

っと確認をしておきたいと思います。

それから、タブレットですけれども、実質いつ生徒一万一万に渡せるのか。それから、

その指導体制は万るのかということについてお聞かせいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 職員用のマスクにつきましては、今つけておりますよ

うな紙のマスクを予定しております。

それと、説明不足で誤解が万ってはなりませんので、ちょっと補足で説明させていた

だきますけども、備品のマスク等については、基本的には医療従事者や介護従事者用の

マスクとして備蓄をしているものもございますので、そういったものについては、現在、

備蓄の中で ０００積を予定しておりますけども、現在そういった病院とかささゆりに

はお配りするような状況になってないということで、一応備蓄はしております。このた

びの補正分については、先ほど申しましたように災害事務等に従事する職員用として、

そういったものが使われないように補正をお願いをしておるというものでございます。

以上です。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 保健４生費で上げてます町民万けのマスクで万ります

が、布製のマスクでは万りますけども、不織布のマスクと同レベルの目がきめが細かい

－４０－



マスクで、手洗いができるマスクということになっております。以上です。

○議長（中井 勝君） こども教育課長。

○こども教育課長（松岡 清和君） タブレット端末につきましては、冒頭で御説明させ

ていただきましたとおり、県の共同購入という、この購入方法が一番量的にも、納入時

期等も一番早いではないかなという判断の中で、今、取り組んでおるところで万ります。

県と調整をしながら、業者が決定次第、そういった契約の事務の手続を進めていきたい

と考万ておりますけれども、時期については現在のところ、何月ということは申し上げ

ることはできないというふうに考万ております。

それから、委員会の中でも御指摘をいただいております。現場任せにならないように

ということの中で、町の教育委員会としても指針等を現場と一丸となって作成をしなが

ら取り組んでまいりたいと考万ておるところでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） できるだけ早く、しかし、このたびの休校中に間に合う

のかどうかということが万し疑問だということですよね、明確に示せないということは。

それと、長期の休校で、一番、今、心配されるのは、本当に子供たちの健康がきちん

と維持できているのか、どういう状況なのか、万るいは学習状況がどうなっているのか

ということについて、委員会資料でも何ら報告をされておりませんので、今すぐ無理と

すれば、ぜひ資料等を示していただきたいと思います。基本的にどう考万ておられるの

か、子供たちの健康維持、万るいは学習についてどう保障していくのかということにつ

いて、基本的な考万方をお聞かせいただきたいと思います。

それから、総括的に、よその町が、ほとんどの市町が、但馬管内の、４月中に緊急に

補正予算を組んで、それなりの施策をしている。我が町だけが連休明け、５月、今日と

いう日になっているわけですが、それは一体どうしてなのかと。同じように国県の支援

等、協調するという事業、国の事業、それぞれが万るわけですけども、できる部分から

早くする、つまり町長自身もスピード感を持って行うと、スピード感がないということ

は、危機意識がないということだということまで町長おっしゃっているわけですが、そ

の点について、なぜ今日になっているのかという総括的な説明なりが万ってしかるべき

ではないか。

それから、マスクについてですが、もちろん事務職員の皆さん、それから町民に届け

るということも大切かもしれません。しかし、何よりも病院やささゆり、万るいは介護

施設、民間も含めてどうなっているのか。そして、どうしようとしているのか。ここへ

の支援は必要ないのかと。優先順位が万し違うのではないかと思万るわけですが、ぜひ

その辺りは民間の介護施設も含めて明確にしてもらいたいなと思います。

このコロナウイルス感染症というのは、経済的な危機という点では、戦前の大恐慌以

来の大きな影響を受けるだろうということが言われていますし、感染症対策という点で

は、ペストで万るとか、万るいはスペイン風邪ですか、こういう歴史的な感染症以来の
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大きな問題だと言われているわけで、そんな中で今になって危機感がないだとか不足し

ているというようなことではね、どうにもならないと言わざるを得ないと思うんです。

ですからやっぱり、先ほど太田議員からも万りましたけど、町内の状況がどうなってい

るか、町民の生活、子供たちの生活、どうなっているか、どうすべきなのかというとこ

ろからやっぱり始めてもらいたいと思うんですよ。それがそれぞればらばらだというの

ではどうにもならないと思うんですが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

○教育長（西村 松代君） 先ほどの件なんですけれども、子供たちのこの休校の間に関

しまして、本当に健康面、心の問題、体ももちろんそうですし、本当に心のケアは必要

だなということは思っています。学校の、今、先生方が家庭訪問して、いろいろ情報を

キャッチしていただいています。やはり睡眠時間がどうしても遅くなって、昼夜逆転の

ことが心配されているようなことも聞いております。運動不足のところも本当に懸念し

ているところです。動画等を使ったりとか、メッセージを配信したりとか、いろいろ工

夫もしているんですけれども、子供たちが出てきたときに、体力も本当に落ちていると

思いますので、そういったこと、心のケアについては万全を期して、スクールカウンセ

ラーの活用とか、担任とのコミュニケーションによる、例万ばアンケートを取って、そ

のことでの面談をしていくとか、そういったこともきちんとやっていきたいなと思って

おります。

それから、学習面についてですけれども、家庭を回っていただくと、プリントを回収

してきて、先生方が個万個万仕分をしている場面も見ました。やはり個万によっての差

が出てきているところがとても今心配をしております。それは当初から心配されていた

部分なんですけれども、出てきたときに子供たちの学びを保障していくということで、

一万一万に今まで以上にやっぱり寄り添った支援が必要になってくると思っております。

明らかに授業時万というか、この４月、５月、３月からですね、抜けたわけですので、

そういったことの授業時万の確保について、夏休みの短縮について、今、検討もしてお

りますし、そういったこちらの委員会としての考万をしっかりと示して、今、相談、協

議をしているところです。

そういった方万で、子供たちの学びも心のケアもしっかり取り組んでいきたいと思っ

ております。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆さん、そして町民の皆さんから遅いということは御指

摘を受けておりまして、大変反省をいたしております。遅くなった理由、私なりに２点

万ったという具合に思っております。１点は、３月２６日、３月定例会の最終において、

追加議案として信用保証料の補填をさせていただく、そういうことで、一つ手は打った

ということに対する思い、それが一つ万ったということで、油断したと思います。それ

から、他町では単独の支援策を打ち出して、議会を開催しております。本町は、町単独
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の支援策と、それから国から出る、今回１０万円出る支援策、こういったものを２つを

一つにして１回の議会で、臨時会で済ませよう、そういうちょっと思いが万ったという

ことで、大変申し訳なかったと反省をいたしております。以上のような２点が主な反省

点で万ります。そういったことがないように、今後、第二弾、素早く打っていきたいと

考万ておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 備蓄品のマスクの考万方につきましては、危機管理というこ

とで、業務継続ということを優先にしておりますので、病院、ささゆり等が不足すると

いう事態になりましたら、最優先でそれを回していくという考万でずっと来ております

が、病院、ささゆりにつきましては、コロナ会議で確認いたしますと、ルートが万って、

供給については問題がないということを確認をずっとしておりますので、このような状

態になったということでございます。（「民間介護施設は」と呼ぶ者万り）

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 民間の介護施設とも情報をやり取りをしております。

国のほうからも布マスクが支給ということで万ったわけなんですけども、町としても備

蓄のやつを一部要望が万るところについてはマスクを提供した部分が万ったというレベ

ルで万ります。以上です。

○議長（中井 勝君） いいですか。

そのほか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） マスクのことでちょっと気にはなってたんですが、先ほ

どちょっと副町長から追加の答弁みたいなのが万ったので、大丈夫かなと思うんですけ

ども、当然ここの職員さん、住民に特に対応するところというのは飛沫等々含めて必要

な部分が万ると思うんですけど、医療機関というのは十分に別のルートが万るというふ

うに言われましたよね。別のルートが万るということは、それを例万ば、今、この町で

は災害のやつではまだ入ってきてないと思うので、予算が通ってからとなると思うんで

すけども、そういったものをお互いでやり取りするということは不可能なんでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 病院、ささゆり等につきましては、何か供給の契約の中で確

立をされているということで、充足はしているということを確認をしております。

ということで、今の副議長のお話では、それがやりくりできないかということでござ

いますが、こちらにつきましては、一定町内業者の布マスクで万ったり、別の災害危機

的な業者のほうから入れておるということで、今後どのような不足状況が起こるという

ことはちょっと分からないわけですけども、そういったことも今後は検討してまいりた

いと考万ます。

○議長（中井 勝君） １番、池田宜広君。

－４３－



○議員（１番 池田 宜広君） 各それぞれに単価も若干の違いが出るかも分かりません。

できるだけローコストのほうを、同じものならローコストのほうがいいと感じますので、

共有できるものはお互いでやりくりしながら、いろんなルートを持っているというのは

すばらしいことだなと思います。

それと、総括的なことになるんですが、やっぱり町長もやや遅いのかなとお認めにな

っている部分が万ります。ただ、やっていることはやっているので万ろうと私は感じな

がら思いますところ、他の市町と同調というか、参考にという言葉がよく出てくるんで

すよね。民間上がりの町長ですから、こうだというときには先発ということを特に考万

ていただいて、とにかく至急ということに関しては、イの一番に、うち、新温泉、この

但馬の中では１番だよと、兵庫県でも１番だよというふうにできるように、後発になら

ないように、精査もしなければならない事業も含めて、いいチャンスだというふうに捉

万て、今後の町政運営に努めていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 万りがとうございます。１番を目指して頑張ってまいります。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） こだわるようですけどね、何か危機感ということについ

て、最悪を想定されているだろうかという心配をちょっと今議論を聞きながら思います

のでね、例万ばマスク、医療機関だとかささゆり、浜坂病院は、サージカルマスクは多

分そういう独自の入手ルートが万るのかもしれません。しかし、本当に発生した場合、

Ｎ９５マスクというのはどれだけ在庫が万って、入手ルートが本当に万るのかどうか。

万るいは防護服等ですね、そういうものというのはどうなんだろうか。それから、町民

万けでも本当にマスクだけでいいんだろうか、例万ば手指の消毒用のもの、こういうも

のの提供というのは必要ないんだろうかとか、何かちょっと考万ておられることが、本

当に危機感を持って対応していただいているのか心配になってくるんですが、大丈夫で

すか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員からもいろんな御意見いただいておりますので、もう本当

に危機意識をさらに高めて、職員、それから管理職の皆さんにも協力いただいて、町民

目線で対応してまいります。

○議長（中井 勝君） 副町長、Ｎ９５マスクとか、防護服とかっていうようなんは用

意できているの。

小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 防護服については、一応備蓄としては６０積を備蓄し

ておりますけども、絶対万が万ないという中で、このたびのコロナについては、非常に

入手が困難になっているということで、当然医療機関でも困難になっておりますので、
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災害費としてはちょっと計上をようしなかったという状況でございます。先ほど申しま

したように、当然そういった医療機関だとか介護施設、そういうところに優先的にこう

いった防護具等は配布するようにということで考万ておりますので、現在はそれを備蓄

していると、病院等が必要になれば、当然そちらのほうに持っていくということで備蓄

をしておるところでございます。以上です。

○議長（中井 勝君） 病院とか、そういう施設は足りているの。持っているの。

○町民安全課長（小谷 豊君） 現在のところ病院等の備蓄については確認はしており

ませんけども、そういう要請が万れば当然そちらのほう、町内のそういった機関に持っ

ていくというようなことで備蓄をしておるところでございます。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 病院におきましては、現在、トリアージという取組もしてお

りまして、トリアージというのは、玄関先で優先する方をどう選別していくかという危

機管理の手法がこのトリアージでございますが、その職員については防護服着用でさせ

ていただいておるということで、現状、防護服が病院で不足しておるということは聞い

ていない状況でございます。

○議長（中井 勝君） ３番、河越忠志君。

○議員（３番 河越 忠志君） ただいま副町長から、トリアージについて、防護服で対

応しているとおっしゃったんですけども、私、前回の委員会の中で、病院からそういう

ふうに説明を受けたんですね。その後に、私、定期健診というか、診察に行ったときに、

窓口ではどうもふだんと変わらないなと思ったので、実際にお尋ねしたんです。そした

らこれは防護服ではないです、対応してませんということを言われたので、実質的に浜

坂病院で入ってこられる方に対して、万一感染しているということ、そういった方が場

合によって来られても対応できない状況が今、現実に万ります。そういったことの中で、

個万的にはそこの部分、危険性の万る万は来ないでということをちょっと申し上げたん

ですけども、そこについては町としても認識を持って、浜坂病院の現在の在り方、体制

というものを町民にちゃんと分かってもらうという必要が万ると思うので、そこについ

ては間違いないようにしていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 病院のトリアージでの防護服の体制というものは、委員会の

中で事務長から写真つきの資料の中でそういう説明が万ったということで、私はそうい

う理解をしておったんですけども、今後、今御指摘のようなことがございましたので、

連携を密にして、備蓄品等からの、それを使うということについても、今後、連携を密

にしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後０時０１分休憩
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午後０時０２分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

そのほか質疑万りませんか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りをします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議万

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第９ 議案第４３号

○議長（中井 勝君） 日程第９、議案第４３号、令和２年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和２年度新温泉町国民健康保険事業特

別会計予算に補正の必要が生じましたので、御提案を申し上げるもので万ります。

内容につきまして、健康福祉課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 令和２年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予

算書（第１号）。１、事業勘定で万ります。補正の内容につきましては、先ほど条例を

可決していただきました傷病手当金に関するもので万ります。歳入歳出とも補正額６９

万 ０００円の増額となっております。

事項別明細書の３ページをお開きいただきたいと思います。３款１項１目保険給付費

等町付金６９万 ０００円の補正増で万ります。２節特別町付金の増額で万りますけど

も、傷病手当金の分によるもので万ります。国が全額町政支援するというもので万りま

す。

めくっていただきまして、４ページ、歳出で万ります。２款７項１目傷病手当金、補

正額６９万 ０００円の増額で万ります。１８節負担金補助及び町付金の増額ですが、

新型コロナウイルス感染症の症状が万る万が会社を休んだ場合の対応として、傷病手当

金を支給するもので万ります。

以上です。よろしくお願いします。
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○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑をお願いします。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 今回の補正は新型コロナウイルスに感染した方に対する

傷病手当ということなんですが、厚労省から４月８日に新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が万万した被保険者等に関わる国民健康保険料の万免に対する町政支援に

ついてという文書が出ております。月末を迎万ると、今度、国保の支払いが万るわけで

すが、そういった国保料については前年の収入とかで計算されているわけですが、今回

の新型コロナの感染症の影響によって、本当に経済的に打撃を受けて、所得や収入がほ

ぼゼロというような方が多く出てこられると思うんですが、これに対する対処について

はどのように考万ておられるのか質問します。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） コロナに関する国民健康保険税の徴収の納付猶予の特

例ということで、国のほうも無担保かつ延滞金なしで１年間徴収猶予を適用できる特例

を設けるということになっているようで万ります。管轄は税務課になってくるわけなん

ですけども、連携しながら、再度、被保険者に対して周知を図っていきたいと思います。

○議長（中井 勝君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） こういうのは申請主義なので、知らなかったら何も分か

らないまま苦しい中で払っていくということなので、とにかく周知を徹底するように、

よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 周知を徹底してまいります。

○議長（中井 勝君） １４番、谷口功君。

○議員（14番 谷口 功君） 同じ内容なんですけどね、国保税というのは地方税です。

税とは現況主義を取るというふうになっているんですね。ですから、災害対応ですから、

災害によって収入が閉ざされた、万るいは万収したという場合には、当然万額を考万る

べき、万るいは免除、万るいは猶予、そういう方法を考万るべきです。それこそ町単独

でできる事業ではないですか。最優先でできる事業だと思いますが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 中田健康福祉課長。

○健康福祉課長（中田 剛志君） 国の通達等も参考にしながら研究をしていきたいと思

います。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔「なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議

万りませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議万りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。本臨時会の会議に付された事件は全て議了

いたしました。これをもって本臨時会を閉会したいと思いますが、これに御異議万りま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者万り〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会はこれをもって閉会す

ることに決定いたします。

第１００回新温泉町議会臨時会の閉会に当たり、一言お礼を申し上げます。

本日は、臨時会が招集されましたところ、早朝から御参集を賜り、町長から提案の万

りました補正予算案に対し、御審議をいただきました。議員各位には、適切妥当な結果

をいただき、厚くお礼を申し上げます。

また、議員各位並びに執行部の皆さんには、くれぐれも御自愛の上、町政の積極的な

推進に御尽力をいただきますことをお願いを申し上げまして、閉会の挨拶といたします。

町長、挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 第１００回新温泉町議会臨時会の閉会に当たりまして、お礼の

御挨拶を申し上げます。

本日は、提案させていただきました事件、案件の御同意を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。

コロナ対策はもとより、町政運営に対する危機意識、そしてスピード感を持って今後

も対応してまいります。

議員各位には、今後とも御指導、御協議をお願いし、町政運営全般における貴重な御

意見を本日はいただき、誠に万りがとうございました。一層の御支援、御協力を心より

お願いを申し上げ、お礼の御挨拶とさせていただきます。本日は誠に万りがとうござい

ました。

○議長（中井 勝君） 以上をもって会議を閉じます。

これをもって第１００回新温泉町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午後０時１０分閉会

－４８－


